
製粉
振興

ISSN0913-8838

製粉振興会
一般財団法人

2020
No.607

7

隠しノンブル_  h1表1



★目　次

国際貿易協定の発効及び新型コロナウイルスが･
与える製粉産業への影響について･･･････････････････････････････････････  3

令和3年産国内産小麦の民間流通の仕組み･････････････････････････  5
製粉協会　常務理事 浦 田 高 宣

食品産業とSDGs･
～SDGsの背景、そしてCOVID-19を通して考える･
　製粉産業の重要性～･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 11

農林水産省　食料産業局企画課　企画官 黒 岩 　 卓

健康寿命についての最新研究･･････････････････････････････････････････････ 22
名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科教授

名古屋学芸大学健康・栄養研究所長
下 方 浩 史

学校給食の減塩パン･････････････････････････････････････････････････････････････････ 31

お茶の水女子大学名誉教授 畑 江 敬 子

小麦粉のある風景･
精進揚げと天ぷらの仲間････････････････････････････････････････････････････････ 33

食文家　ひらのあさか

世界の粉界展望･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 38

業務日誌･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 35
業界ニュース･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 35
国内資料･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 57
編集後記･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 67

表2



国際貿易協定の発効及び新型コロナウイルス
が与える製粉産業への影響について

製粉産業は人口減少や少子高齢化の影響に加えて、国際貿易協定の発効、新型コロナウイ

ルスによる需要減少に苦しんでいる。これらの要素は令和の時代の3重苦となって重たくの

しかかっている。

従前より顕在化していた人口減少や少子高齢化の影響により、この数年で小麦粉市場は本

格的な需要減少局面に入っていたが、この2年でTPP11、日EU・EPA、日米貿易協定の3つ

の大きな国際貿易協定が立て続けに発効した。 また、 インドは離脱を表明したものの、

RCEPの閣僚会合が6月に開催され、2020年内の協定署名を目指すことが確認されている。

このように貿易自由化への流れは着実に進んでいる。現段階においては、海外の小麦関連製

品の国内市場への流入が急増するまでには至ってはいないが、製品関税が年を追うごとに削

減され、タリフラインごとに定められた経過措置の効果が薄まるにつれて、国内市場が侵食

されていく恐れが高まっている。

さらに、本年に入り新型コロナウイルスの感染拡大が国内外経済に多大な影響を及ぼして

いる。製粉産業においてもこれまで様々な自然災害を経験し、それに伴う市場変動に対応し

てきたが、今般の新型コロナウイルスはこれまで経験したことのない影響をもたらしている。

自然災害の場合は、局地的な影響を受けていたが、新型コロナウイルスに関しては、日本全

国及び全世界での経済停滞を招いている。「食」においても、家庭内での喫食が増加したもの

の、外食産業の営業自粛や閉店及び海外からの訪日客が激減したことによるインバウンド需

要の消滅をもたらすこととなった。こういった市場の変化により、家庭用商品の小麦粉やミ

ックス粉、パスタの出荷は増加したものの、外食産業向け小麦粉やお土産用商品に使用する

小麦粉の出荷が大きく減少することとなった。製粉各社においては、その出荷先により影響

はそれぞれ異なるものの、外食産業向けやお土産用商品向けの小麦粉出荷の比率が高い製粉

企業は、特に大きな影響を受けることになった。

こうした中、製粉産業は引き続き安全で安心な小麦粉を安定的に供給し、小麦関連産業の

成長・発展に貢献していくことが求められている。そのためには、前例にとらわれることな

く前向きに立ち向かっていく必要があり、3つの取組みを挙げたい。

第1点目は、「新しい生活様式」に伴う出荷先構成の変化に対応し、小麦二次加工産業、消
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費者が求める小麦粉を的確に把握し、付加価値のある商品を提供することが、これまで以上

に必要となる。巣ごもりで増加した家庭用需要は経済活動の再開によって落ち着いているが、

テイクアウトやデリバリー需要の増加は当面はコロナ禍以前の状況に戻ることはないと考え

られ、そうしたニーズに合わせた提案が求められている。また、感染予防意識が高まってい

ることを背景に、その観点から小麦粉に新たな付加価値を加えていくことで、市場が創造さ

れていくと考える。英知を絞って需要拡大を目指していくべきである。

第2点目は、国際貿易協定の発効による海外からの小麦関連製品の流入に対し、更なる生

産性の向上を図ることが不可欠である。製粉産業はアメリカ、カナダ、豪州の中でも品質の

高い小麦調達を行うと同時に国内産小麦も活用して、世界的に見ても品質が安定し、またバ

ラエティに富んだ小麦粉を供給している。高品質の小麦粉を安定供給していく中で、小麦の

マークアップの引下げと併せて、コスト削減に取り組むことで、二次加工産業が安心して日

本国内で生産を継続していくことができる。そのために製粉産業は各バリューチェーンにお

ける自動化、省人化の推進に向けてAI、IoT等の基盤となる技術やシステムの構築、物流の

合理化などに取り組んでいくことが重要である。

第3点目は、ここ数年、需要が供給を上回る状況が継続している国内産小麦の活用である。

小麦粉需要減の3重苦がある中、国内産小麦においても大きな需要減少リスクがある。政府

は本年3月に食料・農業・農村基本計画を閣議決定し、2030年度の食料自給率目標を供給熱

量ベースで45％（2018年度実績37％）と設定し、国内産小麦についても108万トン（2018年度

実績76万トン）の目標としている。そのために、国内産小麦の品質向上と安定供給、耐病性・

加工適性等に優れた新品種の開発導入の推進、スマート農業の活用による生産性の向上に取

り組んでいくとしており、製粉産業としても実需者の立場から、さらなる需要開拓を進めて

いる。各産地において有望な小麦品種も誕生してきており、新たな小麦粉需要につながって

いくことで小麦粉市場全体の需要増加が期待されており、そのためにも生産者、実需者、政

府で連携していくことが大切である。

このように製粉産業は小麦粉市場縮小を防ぐために、需要喚起を続ける努力をしていくが、

このままの状況では国内の市場と製粉設備の需給ギャップは解消されず、供給過多に陥るこ

とも想定される。そうした事態も見据えて、政府は農業競争力強化支援法や加工施設再編等

緊急対策事業の予算措置を行っている。この厳しい環境を乗り越えていくためには、製粉産

業自らが創意工夫をしていくことが、今後ますます求められる。また、個々の製粉企業が自

社並びに業界の現状を見つめ直し、将来像を描いて経営判断をしていくことも不可欠である。
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最初に、今回の新型コロナウィルスの感染拡

大で被害にあわれた方々に心からお見舞いを申

し上げます。また、感染拡大防止と食糧の安定

供給の確保にご尽力されている方々に感謝申し

上げます。

〇　はじめに

令和元年産の国内産小麦の収穫量について

は、生育期間中の天候に恵まれ、特に北海道産

及び九州地区が大豊作となり、 平成27年産の

100万tを超え104万tとなったが、30年産は約30

万t少ない77万tであった。このように、国内産

小麦の収穫量は、毎年大きく変動している（平

成22年産：57万t→27年産：100万t→30年産：

77万t→令和元年：104万t）。

品質面を農産物検査の1等比率でみると、令

和元年産は天候に恵まれた結果、89.6％と最高

水準となったものの、ここ5年間の比率は70％

～90％の間で大きく変動している。

〇　�農産物検査における1等比率の推移�
（令和元年10月31日現在）

令和
元年産

平成
30年産 29年産 28年産 27年産

1等比率
（％） 89.6 78.5 85.5 70.7 89.3

需給面をみると、「ミスマッチ」（販売予定数

量＞購入希望数量）が大きな課題であったが、

平成28年産からは14千tの逆ミスマッチとなり、

その後、29年産で29千t、30年産で46千t、令和

元年産で39千t、2年産で72千tと高水準の逆ミ

スマッチ状態が続いている。

また、令和元年産の入札結果をみると、落札

加重平均価格の基準価格比が100％を下回る産

地銘柄が増加しており、産地銘柄間の評価格差

が一層広がっている。

このように、国内産小麦については、総供給

量の安定、品質のばら付きの解消、産地銘柄別

需給の均衡といった課題があり、 これら課題

（「民間取引の基本事項」等）解決に向け、毎年、

生産・実需者間の協議を通じ、民間流通の仕組

みの見直しが行われている。

昨年5月に決定された令和2年産の民間流通の

仕組みについては、後述の見直しが行われたも

のの、依然として、逆ミスマッチ水準の高止ま

り、人気産地銘柄の落札価格の高騰、産地銘柄

間の評価格差拡大など課題は解消されていない

ため、一層の円滑な流通確保に向け、令和3年

産についても仕組みの見直しが行われた。

1　令和2年産の民間流通の仕組みの見直し

令和2年産の仕組みについては、作業チーム

会合が計4回開催され、主に、①義務上場要件

の見直し、②民間流通連絡協議会の効率的実施、

③購入計画の売り手に対する提出、④国内産小

麦のみを原料として使用している実需者の優先

的取扱いの見直し、⑤入札基準価格算定におけ

るマークアップ削減分の取扱方法、などについ

て決定された。なお、令和2年産入札上場比率

の上限は40％と決定された。

令和3年産国内産小麦の民間流通の仕組み

浦 田 高 宣
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2　令和3年産の仕組みの見直し

令和3年産の仕組みについては、昨年12月の

拡大事務局会議を皮切りに、民間流通連絡協議

会作業チームで議論が行われた。なお、新型コ

ロナウイルス感染拡大を受け、作業チーム会合

は2回目以降、書面で実施された。

また、民間流通制度に移行し長期間が経過す

る中、国内産麦の品質向上や実需者による新商

品の開発拡大など国内産麦をめぐる状況が変化

している。このため、近年の実情に見合った流

通の在り方（課題）を共有することなどを目的

に、民間流通連絡協議会の作業チームの会合に

並行して、農水省による「国内産麦の流通に関

する検討会」が開催された（実需者向け検討会は

2月3日、生産者向け検討会は2月13日に開催）

実需者向けの会議では、価格関係（入札基準

価格等）、保管・運送関係（生産者負担金・引取

り等）及び需給関係（一定の幅等）など多岐の項

目にわたり意見交換が行われ、内容は作業チー

ムの議論に反映されたものと考えている。

（1） 令和3年産の入札上場比率上限について

上限については、「40％以上」をベースに協

議会で協議・決定した比率とすることとされ

ており、令和3年産は前年産と同様、40％と

決定された。

（2）� 「生産者直接取引の仕組み」の民間流通「基

本フレーム」への記載について

「生産者直接取引」は民間流通に影響を及

ぼす仕組みであり、令和元年産に係る仕組み

の見直しにおいて、作業チームの下に設置さ

れた「検討会」でも取り上げられるなど、これ

までも一定の議論が行われ、民間流通の仕組

み上、重要な項目となっている。

こうした中、「生産者直接取引の仕組み」は

「民間流通麦促進対策実施要領」に記載されて

いる一方で、民間流通「基本フレーム」には記

載されていなかったことから、民間流通の仕

組みの協議対象とすることを明確化するた

め、「基本フレーム」（「契約の在り方」）におい

て、直接取引の考え方を記載することとした。

（3） 生産者負担金の取扱いの見直しについて�

生産者負担金の取扱いについては、令和2

年産の仕組みの見直しに際し、国内産小麦の

引取問題の整理にあわせ議論が行われた。引

取問題については、受渡期限後の未引取り麦

があることなどを踏まえ、2年産の見直しに

おいて、元年産から買い手は売り手に対して、

確定契約時における購入計画を提出すること

が決定されたが、生産者負担金の取扱いにつ

いては継続協議となっていた。

今回の見直しでは、生産者負担金が国内産

麦の流通円滑化を促進するために重要な仕組

みであること及び民間流通に移行した後、国

内産麦をめぐる状況が大きく変わったことな

どを念頭に以下の整理が行われた。

①名称を「引取円滑化対策金」に変更、②運

用は売り手（全農、全集連、ホクレン）別で整

理及び③これまで通り民間流通連絡協議会に

おける合意に基づき決定すること

（4） 所有権移転後の危険負担の取扱いについて

所有権移転後の危険負担の取扱いについて

は、基本的に民・商法の規定によることにな

るが、元年において頻繁に自然災害が発生し、

収穫後に保管中の麦が被害を受ける事案が発

生した。その結果、天災地変の発生に伴う保

管中のリスクが顕在化したことを踏まえ、危

険負担の取扱いについては以下のとおり整理

された。

①危険負担の所在と付保の取扱い、②所有

権移転のタイミング、③適用年産等について、

取引実態に即して明確化された。

（5） 入札の基準価格算定におけるマークアップ
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（以下「MU」）削減分の取扱方法について

MU削減分の取扱方法については、前述の

とおり、令和2年産で見直し（※）が行われた。

その後、令和2年産～4年産の経営所得安定対

策の畑作物直接支払い交付金単価の改定にお

いて当該対応策が織込まれた結果、2年産に

適用された見直しは取り止めることとされた。

※令和2年産の見直し：入札の基準価格の算

定に当たっては、当年産入札実施時点の輸

入麦政府売渡価格にカナダ・豪州の輸入シ

ェア分に相当するMU引下げ額を加える。

3　民間流通連絡協議会の開催等

（1）「令和3年産に適用される民間流通の仕組み

に」ついては、作業チームでの議論を踏まえ、

5月20日の第45回民間流通連絡協議会におい

て、正式に承認・決定された。なお、この決

定は、作業チームと同様、書面決議により行

われた。

（2） また、新型コロナウィルスの感染状況を踏

まえ、3年産の民間流通麦の事務手続きにつ

いては、特例的に以下のとおり進めることと

された。

①　販売予定数量の提示及び購入希望数量の

提示については、産地において、販売予定

数量の基となる出荷契約のとりまとめに必

要な生産者部会の中止や直接訪問の制限が

必要となったことから、売り手による販売

予定数量の提示が例年より後倒しされ、買

い手による販売予定数量の提示も後倒しさ

れることとなった。

②　地方連絡協議会の開催についても、感染

状況を踏まえ、今年度に限り、書面開催を

原則とするとされた。ただし、本来、地方

連絡協議会は、麦を生産する各道府県にお

いて開催するものであることに鑑み、6月

以降の各産地の状況を踏まえ、産地側及び

実需者側双方で協議の上、集合開催も可能

とされた。

（3） 今後の民間流通にかかる日程（イメージ）�

・7月1日� �販売予定数量の提示�

（生産者側→実需者側）

・7月15日� �購入希望数量の提示�

（実需者側→生産者側）

・7月下旬～8月上旬　地方連絡協議会

・8月下旬� �第160回作業チーム�

（情報交換、入札取引内容）

※昨年と同様、連絡協議会から作業チームへ

委任

・9月中� �入札取引

・10月以降� �相対取引

4　民間取引の基本事項

民間流通の仕組みについては継続課題（「民間

取引の基本事項」：課題・具体策）があり、毎年、

検討が行われているが、令和3年産の基本事項

については、前年産の内容がほぼ踏襲された。

当協会の提案の主なものを紹介する。

①　品質の安定に資する項目

国内産小麦を使い易いものにするため、地

域ごと、年産ごとの品質のバラツキをなくす

←　生産側が主体的かつ積極的に指導を行

う、模範事例の普及に努力し、実需者側も

協力

②　価格の安定に資する事項

今後の需給展望を踏まえながら、現行の仕

組みの是非につき継続的議論が必要。

③　数量の安定に資する項目

・生産数量の維持・拡大のため、作付面積の

確保及び単収の向上の取組強化が重要。

・年産ごとの供給量の変動縮小に努力する。

←　有効事例の横展開の充実及び新技術を活
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用した対策等を検討する。

④　一定の幅に係る項目

・原料を計画通り調達できることが重要であ

ることから、基本的には幅は縮小する方向

で検討すべき。また、一定の幅以上に生産

が減少した場合は原因の検証が必要。

⑤　その他項目

・作況変動が大きい中、原料小麦の計画的か

つ公平な調達が重要であることに鑑み、売

り手は買い手に対し、入札前に優先配分数

量及び設定数量を提示する、作況が一定以

下となった場合は、優先配分数量も作況調

整の対象とする　等

5　新たな食料・農業・農村基本計画の決

定（参考1〜3）

「基本計画」は、政府が中期的に取り組むべ

き方針を定めたもので、概ね5年毎に変更され

ており、令和2年3月31日に、新たな基本計画が

閣議決定された。

小麦に関しては、国内産麦の生産振興及び外

国産小麦も含めた安定供給の確保、言い換えれ

ば、食料自給率の向上及び食料安全保障の確保

が重要であり、基本計画の中でも明確な政策目

標として掲げられている。

また、マーケットインの視点からの需要拡大

も重要であり、基本計画では、水田における高

収益作物等の転換のため実需者の要望する量・

品質・価格の安定を実現して更なる需要の拡大

を図る必要があると整理されている（例えば、

「麦・大豆増産プロジェクト」を通じて実需者の

要望に応えるため食品産業との連携強化を図る

等）。加えて、麦等の流通面の改善については、

生産者と消費者双方がメリットを享受し、効率

的、安定的に消費者に届けるまでの流通構造を

確立するため、「農業競争力強化支援法」等に基

づく、統一規格の輸送機材等の導入や共同化等

による物流効率化を推進すると整理されてい

る。

さらに、基本計画においては、消費見通し及

び生産努力目標が提示されており、「食料消費

の課題」が解決された場合における令和12年度

の小麦の「食料消費の見通し」は579万t（平成30

年度：651万t）、「生産努力目標」は108万t（30年

度：76万t）となっている。

なお、この100万tを超える生産努力目標を達

成するに当たっては、基本計画に示されている

「克服すべき課題」の解消が不可欠であり、製粉

業界が求める品質要件を満たした小麦の安定生

産の確保が重要であると考えている。
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6　新型コロナウィルス感染拡大下におけ

る小麦・製品の安定供給の確保等

（1） 新型コロナウィルス感染拡大などを受け、

ロシアやウクライナ等で小麦等穀物の輸出規

制が行われ、小麦の安定供給に影響がでるの

ではないかとの懸念が惹起された。これに対

し、農水省はHPにおいて、小麦について、

米国、カナダ、豪州などの輸出国から、国が

一元的に輸入をしており十分な備蓄により供

給不足の心配はないことを公表している（外

国産小麦の国内備蓄が約93万tあり、これは

需要量の2.3カ月分（約70日分）相当。また、

当協会はHPにおいて、小麦粉の供給が不足

するようなことはなく、引き続き安定供給に

努めていく旨公表）。

（2） 新型コロナウィルス感染拡大に伴い、農水

省から、食品事業者に対して安定供給への協

力要請が行われると同時に、食品事業者の感

（参考1）　令和12年度における食料消費の見通し及び生産努力目標
食料消費の見通し

生産努力目標
 （万トン）

克服すべき課題

国内消費仕向量
（万トン）
1人・1年当たり
消費量（kg/人・年）
平成
30年度

令和
12年度

平成
30年度

令和
12年度

小麦 651
（32）

579
（31） 76 108

○ 国内産小麦の需要拡大に向けた品質向上と安定供給
○ 耐病性・加工適性等に優れた新品種の開発導入の推進
○ 団地化・ブロックローテーションの推進、排水対策の
更なる強化やスマート農業の活用による生産性の向上

○ ほ場条件に合わせて単収向上に取り組むことが可能な
環境の整備

大麦・ 
はだか麦

198
（0.3）

196
（0.3） 17 23

○ 国内産大麦・はだか麦の需要拡大に向けた品質向上と
安定供給

○ 耐病性・加工適性等に優れた新品種の開発導入の推進
○ 団地化・ブロックローテーションの推進、排水対策の
更なる強化やスマート農業の活用による生産性の向上

○ ほ場条件に合わせて単収向上に取り組むことが可能な
環境の整備

資料：農林水産省「食料・農業・農村基本計画」（令和2年3月）（抜すい）

（参考2）　小麦の生産努力目標の推移
基本計画年度 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
目標年度 平成22年度 27年度 32年度 37年度 令和12年度
1人・1年当り消費量 （㎏/年） 33 31 28 32 31
生産努力目標（t） 80万 86万 180万 95万 108万
資料：農林水産省「食料・農業・農村基本計画」

（参考3）　小麦の食料自給率の推移� （単位：％）

年　度 平成7年度 17 22 27 28 29 30（概算）
自給率 7 14 9 15 12 14 12

資料：農林水産省「食料需給表」
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染対策及び事業継続に関する基本的ガイドラ

インが公表されている。また、即席めん、冷

凍食品、パスタ等需要が増加している業界に

おいては、各業界とも増産体制を敷いて安定

供給が確保されている。

7　その他制度関連事項

食品の安全・安心の確保等については、以下

のとおり、様々な制度があり、制度の見直しに

ついては注視していくことが必要である。

（1） ゲノム編集技術を利用して得られた食品等

に関する食品衛生法上の取扱いの検討状況に

ついては、昨年の地方連絡協議会の場で紹介

したが、その後、厚労省は取扱要領を定め、

昨年10月1日から開発者等は届出（任意）等の

手続きを行うこととされた。これにあわせ、

消費者庁は、当該食品等に係る食品表示の考

え方について公表した（現時点では当該食品

等の届出はない）。

（2） 食品添加物に関する表示については、消費

者庁が「食品添加物表示に関する検討会」で議

論を進め、3月に「報告書」が公表された（「無

添加・不使用」表示に係る優良誤認防止、「合

成・人工」という用語の使用上の課題の整理

等）。また、4月1日から、栄養成分表示が義

務付けられ、原材料や添加物について、原則、

アレルゲン表示が必要となった（特定原材料7

品目：えび、かに、小麦、そば、卵、落花生、

乳）。

（3） 流通関係では、農産物検査制度について、

流通ルートや消費者ニーズに即した合理的な

ものに見直していく観点から検討が行われ、

「農産物規格検討会」において論点整理が行わ

れた（論点：推奨フレコン、胴割・着色粒、

産地品種銘柄の取扱いなど）。　

一方で、規制改革推進会議農林水産ワーキ

ンググループ会合（3月7日の第7回会議）にお

いて、食品表示法の3点セット表示要件であ

る検査義務の廃止やJASへの一本化などを視

野に入れた農産物検査の抜本見直しを行うべ

きとの指摘がなされた（農水省は一本化に反

対）。

おわりに

民間流通の仕組みについては、毎年のように

小麦の作況が変動し、需給及び入札結果が変化

しているため、仕組みの検討を継続する必要が

ある。今後とも、円滑な流通及び安定供給を確

保するため、毎年の課題を生産・実需双方で真

摯に議論していきたいと考えている。

国際貿易に目を向けると、CPTPP、 日EU・

EPA協定及び日米貿易協定の発効により主要な

国際協定が発効した。この結果、小麦関連製品

の関税が削減・撤廃されていくことから、製粉業

界はグローバル競争にさらされ、これまで以上に、

国際競争力の確保に努力していく必要がある。

また、新型コロナウィルス感染の収束が不透

明な中、これまで以上に食料の安定供給の確保

の重要性が高まっていることから、良質な国内産

及び外国産小麦を確保し、小麦粉・関連製品の

安定供給を図ってまいりたいと考えている。引き

続き関係の方々のご協力をお願いする。

（ 製粉協会

常務理事 ）
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はじめに

農林水産省では、 食品産業によるSDGs関連

の取組を事例とともに国民にわかりやすく発信

し、我が国の食品産業が社会課題の達成に貢献

していることを伝えるために「SDGs×食品産

業」特設サイトを開設しました。多くのアクセ

スがあるとともに、様々な企業・団体から問い

合わせをいただいています。

本稿では、SDGsがなぜ生まれたのか？その

取組が我々にとってどのような意味があるのか

という点について、筆者なりの考えを交えて整

理しました。

また、世界中で猛威を振るう「新型コロナウ

ィルス感染症（COVID-19）」は、SDGsが取り組

むべき重要課題です。WHO（世界保健機関）は、

4月11日、「国際市場における食料不足が起きか

ねない」とする声明を発表しました。自国の市

場を優先する一部の食料生産国が輸出規制に乗

り出しており、小麦もその対象の一つです。

そこで、 製粉産業がSDGsと密接に関係して

いることも併せてご紹介したいと考えます。

食品産業とSDGs
～SDGsの背景、そしてCOVID-19を通して 

考える製粉産業の重要性～

黒　岩　  卓

※図：農林水産省　食料産業局「SDGs×食料産業」ホームページ
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1．“小麦”とSDGsには深いつながりがある

～小麦と平和

“小麦”は、米、トウモロコシと並ぶ、世界の

3大穀物の一つです。日本では、小麦は1年間に

1人当たり30kg以上消費されていますが、これ

は米の消費量の約6割に相当し、ともに重要な

主要食糧と言えます。パンやうどん、パスタ、

お菓子など様々な用途で食卓を彩る小麦は、日

本ではその9割を輸入に頼っていますが、政府

売渡制度により業界の皆さんと一体となって安

定供給を実現しています。このことは一般の消

費者にはあまり知られていないことかもしれま

せん。

このように国際取引される小麦について、輸

出国が輸出規制をすると、社会に何をもたらす

のか？一つの例として、約10年前に起こった出

来事を紹介します。これはSDGs誕生の背景を

よく示しています。

　「アラブの春」はなぜ起こった？

「アラブの春」とは、2011年初頭から中東・

北アフリカ地域の各国で本格化した一連の民

主化運動のことです。※1

きっかけは、2010年12月17日、チュニジア

の一人の失業中の青年が、路上販売に対する

当局の取り締まりに抗議して焼身自殺を図っ

たことです。

その直後から各地で起きた大規模デモを衛

星放送などが伝えると、全国規模で政権打倒

の民主化デモが拡大。そして1か月も経たな

い2011年1月14日にベン・アリ大統領は国外

逃亡を余儀なくされ、23年間続いた独裁政権

が実にあっけなく崩壊したのです。

エジプトでは、2011年1月25日以降、国内

で反体制デモが発生。首都カイロをはじめ、

全国各地でデモに参加する市民の数が増え続

け、同年2月11日、ムバラク大統領が国軍最

高会議に権限を委譲し、30年に及ぶ長期政権

が崩壊。リビアでも政権が交代、その他の国

でも政府が民主化デモ側の要求を受け入れる

ことになりました。

運動の引き金～ロシアで起こった大干ばつ

【2010年8月6日 AFP通信】世界第3位の小麦輸出国であるロシアは5日、記録的猛暑による干ば

つ被害と森林火災による農地の大規模な消失を受け、今月15日から今年末までの穀物輸出禁

止に踏み切った。

ウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）首相による突然の発表は、世界の穀物供給への懸

念を増大させ、穀物市場における小麦価格は過去2年の最高値を更新した。

同国は、猛暑により過去最悪ともいえる森林火災に見舞われており、これまでに50人が死亡。

火災は南部にまで拡大しつつあり、放射熱の影響などが懸念されている。

同国の前年の穀物生産量は9700万トンだったが、過去数十年で最悪の干ばつを受け、政府は

今年の予測を7000万～7500万トンへ下方修正した。

穀物の輸出についても、前年は2140万トンだったが、専門家らは大幅に引き下げられる可能

性を指摘していた。

（c）AFP/Stuart Williams
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実は、この歴史的事件の背景に、前年ロシ

ア等で起こった大干ばつの影響があったと言

われています。具体的には、世界第3位の小

麦輸出国であるロシアが、干ばつと森林火災

による農地焼失を受けて、小麦の輸出禁止に

踏み切ったことで小麦価格が上昇、主食であ

る小麦をロシアに依存していた北アフリカで

は、パンが食卓から消え、貧困層が困窮した

と言われています。

　パンをよこせ！～気候変動が小麦市場

を揺さぶる

気候変動が未来の小麦生産に与える影響に

関しては、数々の研究機関でシミュレーショ

ンが実施されています。下の図は、世界各国

で小麦生産高は少ないところで数%、多いと

ころで28%以上減少するという結果が出てい

ます。このように、懸念される気候変動は世

界の食糧にも大きな悪影響を及ぼすというこ

とがわかってきています。

※今後30年間に気温が4度上昇した場合の小麦生産高の増減（2014年12月：アメリカで発表された論

文より）

　食物は平和の礎

エジプトの例でもわかるように、食べ物が

無くなると人は死にものぐるいになり、政権

が倒れます。逆にどんなに圧政があったとし

ても食べ物があるうちは、革命は起こらない

ということかもしれません。国際社会は、国

際的な食料貿易が地球温暖化の影響を受ける

と取り返しのつかない悪影響が起こること

を、この事例からも学んだと思われます。

2．“平成”の変化を理解するとSDGsの意味

がわかる

「平成」は皆さんにとってどんな時代だった

でしょうか？この30年間で社会は大きく変わり

ました。 社会インフラとしてのITの普及等に

よって、グローバリゼーションが進み、海外と

のつながりは、企業の規模に係わらず必然のこ

ととなりました。SDGsはこの社会環境の大き

な変化の中から生まれてきました。そのプロセ

スを理解することは、SDGsの本質を理解する

のにとても役に立ちます。

1972年、ローマクラブ※2は報告書「成長の限
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界」を発表しました。「このまま人口増加や環境

汚染が続くと、あと100年で地球の成長は限界

に達する」という警鐘を世界に鳴らしたのです。

これが無尽蔵な開発のリスクを公的に発表した

世界で初めてのレポートです。（わずか50年前

のこと）

　世界の転機となった平成元年～グロー

バリズムの出発点

1989年（平成元年）は象徴的な年です。6月

には「天安門事件」、11月には「ベルリンの壁

崩壊」、これらの出来ごとを経て「東西冷戦」

が終結を迎えます。ここから世界を単一な一

つの共同体と見なして、世界の一体化を進め

ようという思想「グローバリズム」が拡がって

行きました。 また、ITイノベーションと相

まって、ヒト・モノ・カネが国境を越えて、

地球規模で動き始めました。

　国家を超えた課題への対応～「持続可能

性」の概念の誕生

グローバリズムが経済発展をもたらした一

方で、「貧富の拡大（富の偏在）」、「先進国か

らの産業流出（地方の疲弊）」、「東欧やイスラ

ム圏から先進国への難民流入（宗教対立等と

人道支援のジレンマ）」等、国家を超えた様々

な課題が発生。さらに地球温暖化に代表され

る環境問題も、大きな社会の不安定要因とし

て顕在化してきました。このように、「環境」

「社会」「経済」すべてのレベルで生じた様々な

社会課題への危機感が「持続可能性」の概念を

生んだのです。

そして、様々な課題を解決するために、国

際連合（以下「国連」という。）を中心に世界の

国が参加するプログラムが具体化、2000年前

後には、地球温暖化問題に関する「京都議定

書」※3、途上国の課題解決のためのプログラ

ムMDGs※4が生まれました。

　2015年、世界のすべての国が手を握っ

た～SDGsの誕生

この年、2つの大きな出来事がありました。

一つはパリ協定。それまで温暖化問題に消

極的だった中国・アメリカも含め、気候変動

枠組条約に加盟する全196カ国が、「産業革命

前からの世界の平均気温上昇を「2度未満」に

抑える」という目標に合意しました。そして、

もう一つがSDGs。193の国連加盟国が「持続

可能な開発のための2030年アジェンダ」につ

いて合意しました。

大切なことは、2つの国際合意がいずれも

「すべての国の合意」によるものだということ

です。すべての国がこれらのリスクを認め、

その影響が人類にとって差し迫った脅威であ

ること、個別の国の利害を超えて協調しなけ

れば解決できない問題であることを強く認識

したという事実を我々は理解する必要がある

のです。

※図：（概略年表）
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3．SDGsにおける企業の価値、企業にとっ

てのSDGsの価値

さて、このような社会全体・地球全体への危

機感に対して企業は一体どんな関係があるので

しょうか？影響を受けることはあっても、積極

的に巨大な問題に取り組むことは難しいと誰し

も考えるはずです。SDGsを理解する時に、重

要なのはこの「社会課題と企業との関係」です。

　SDGsにおける企業の価値

かつては「環境問題や社会課題は国や国際

機関が対処すべきもの」という考え方が一般

的でした。しかしグローバリゼーションの中

で深刻化する様々な問題は、国や国際機関だ

けでは対処しきれません。

一方で、企業の経済的・社会的影響力は世

界的に拡大しています。かつて、社会課題の

発生原因とも思われてきた企業活動ですが、

SDGsでは企業自らがその影響力を社会課題

解決のために適切に行使することが、持続可

能な社会を創るための大きな力になると考え

ています。

　企業にとってのSDGsの価値

では、 企業側の視点からSDGsにはどんな

価値があるのでしょうか？ここでは4つの価

値に整理しました。

　①　社会課題解決は巨大なビジネスチャンス

マーケティングの観点から「SDGsが示す

社会の課題」は「世界のマーケットニーズ」

そのものです。ニーズはビジネス開発のた

めの変革・イノベーションの種です。その

種をいち早く発見・対応できた企業こそが

経営の持続可能性を担保できるのかもしれ

ません。　

　②�　世界の共通言語としてさまざまな主体と

の協働を実現

企業にとって、ヒト・モノ・カネの資源

は有限です。そこで、限られた資源を使っ

て企業価値を最大化するために、異なった

競争優位性を持ったもの同士がお互いの独

自性を維持しながら補完しあう戦略的提携

（ストラテジック アライアンス）が広がっ

ています。SDGsはこの手法をさらに発展

させた概念を持っています。 目標17では

「パートナーシップで目標を実現しよう」と

謳っていますが、これは社会課題解決のた

めに企業間のみならずより多様なステーク

ホルダーと協働することを意味しています。

SDGsという社会の大義をテーマにする

ことは、 企業が国・ 自治体・ 地域・

NGO・NPOなど、 さまざまな主体とその

立場を超えて協働することを可能にし、革

新的なゴールを見つけることに貢献するの

です。

　③�　ステークホルダーとの関係構築～ビジネ

スリスクの低減

このように、SDGsはお客様や取引先の

みならず、企業活動に対して利害対立の可

能性がある人々も含め、すべてのステーク

ホルダーと向き合うための共通言語です。

社会課題解決という共通の目標に対して、

それぞれがどのような役割を果たすことが

できるのか率直に議論をすることは、最終

的に企業価値の向上につながります。

インターネット社会は隠し事ができない

社会です。特に食品産業はすそ野が広く、

バリューチェーンの中で、知らずに取引相

手が社会問題を引き起こしている可能性が

あります。それが、顕在化したときに、企

業が社会的に被るダメージは計り知れない

ものがあります。そのような事態を防ぐこ

と、そして万一問題が起こった際に、真摯

に当事者と向き合い課題解決に取り組むこ
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と、そしてそのプロセスを社会に共有する

ことが経営の社会的リスクを軽減すること

になります。

　④�　企業の行動を加速化するESG投融資～

SDGs推進の原動力

最後に企業活動にとって一番重要な視点

があります。 経営は収益の確保が前提で

す。 課題解決が収益の確保につながらね

ば、企業の行動は加速しません。この点、

日本には特筆すべき先例があります。近江

商人には「三方よし」という経営哲学があり

ます。「商売において売り手と買い手が満

足するのは当然のこと、社会に貢献できて

こそよい商売といえる」という考え方は、

SDGsの精神にも共通するものです。

ただ、SDGsには一点違いがあります。

SDGsはその精神を一つの企業の志のみな

らず社会的な行動に高めるという枠組みで

あるということです。そのために行動する

企業を社会が積極的に評価し、より直接的

に収益拡大に貢献する仕組みが「ESG投融

資」です。この仕組みの意図を理解するこ

とはSDGsに係わるすべての人にとって極

めて重要です。次にこのESG投融資が生ま

れた背景と経緯をご紹介します。

4．行政機関の頂点“国連”の意識変革～コ

フィ―・アナン氏の壮大な構想力

コフィ―・アナン（1938年4月8日～2018年8月

18日、ガーナ共和国出身、第7代国連事務総長

〔1997年1月～2006年12月〕、2001年にノーベル

平和賞を受賞）、彼の壮大な構想力が、のちに

採択されるSDGs推進の強力な原動力となります。

彼の事務総長時代、グローバル化の副作用が

顕在化、社会課題に対して国連も含め行政機関

による対応は限界に来ていました。

　コフィ―・アナンは考えた～「企業に責

任ある行動を求めたい」

1999年、 彼は世界経済フォーラムにおい

て、世界の経営トップに「人間の顔をしたグ

ローバリゼーション」への取組を促し、「国連

グローバル・コンパクト（UNGC）」を提唱し

ました。

「経済的・社会的影響力を増す企業は、責

任ある創造的なリーダーシップを発揮するこ

とによって、社会の良き一員として行動し、

※図：SDGs　～民間企業にとっての価値～
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持続可能な成長を実現するための世界的な枠

組み作りに自発的に参加してほしい」、そう

訴え、企業に、「人権」・「労働」・「環境」・「腐

敗防止」の4分野・10原則への賛同と署名を求

めました。※5 

　コフィ―・アナンはさらに考えた～「行

動する企業にモチベーションを」

アナン氏はさらに考えました。一方的に企

業に責任を負わせるだけでは彼らは動きにく

い。行動する企業の姿勢が企業自身のビジネ

スに貢献する枠組みをつくる必要があると。

そこで注目したのが「株式投資」です。行動す

る企業に対して投資家が積極的に投資をする

仕組みができれば、証券市場における企業評

価が上がり、資金調達が容易になる。これは

株式会社にとっての最大のモチベーションに

なると考えました。

2006年、彼は「責任投資原則（PRI/Principles 

for Responsible Investment）」というイニシ

アティブ（先導的な枠組み）を提唱しました。

これはESG課題「環境問題（Environment）、

社会（Social）、企業統治（Governance）」を考

慮する事が機関投資家にとって投資リスクマ

ネジメント基準及び社会的責任になるとし

て、持続可能な社会の構築に向けて貢献でき

ているかどうかに着目して企業を選別する投

資手法です。PRIでは、投資家が投資を通じ

て責任を全うする際に必要な6つの原則を明

示し、投資家に賛同と署名を求めました。※5

このESG課題のベースとなるのがSDGsで

す。今、証券アナリストは投資企業の評価指

標として企業のSDGsへの取組に注目してい

ます。彼らは企業に直接取材をする場合もあ

れば、 企業のIRレポートの確認やホームペ

ージの内容を調査して評価する場合もありま

す。 実は、 企業の皆さんが知らない間に、

※図：国連グローバル・コンパクトの10原則

※図：コフィ―・アナン国連事務総長（当時）のメッセージ
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SDGsという評価指標の下で企業の株価が変

動しているのです。

また、未上場の企業も無関係ではいられま

せん。どんな企業も大小さまざまな取引先を

持ちます。それらの企業が上場していれば、

その企業からSDGsの理念に反する行動をし

ていないか確認され、もしそのような行動が

確認された場合、是正を求められるか、取引

の見直しにつながるリスクもあります。

また近年、金融機関ではESGへの取組評価

の高い企業への優先的な融資が広がっていま

す。さらに行政においても補助金制度におい

て、社会課題への対応が交付企業選定の優先

指標になりつつあります。

日本では、2015年に年金積立金管理運用独

立行政法人（GPIF）がPRIに署名したことか

ら、投資運用業界で急速にESGへの関心が高

まりました。 そして、2018年4月時点では、

グローバルに1,961の年金基金や運用会社な

どがPRIに署名しており、全体の運用資産額

は82兆ドル（8,900兆円超）に達しています。

ちなみに年金積立管理運用独立行政法人

※図：PRIの6原則

※図：ESG投資とSDGsの関係（GPIFホームページより）
　（https://www.gpif.go.jp/investment/esg/）
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（GPIF）の運用資産は約160兆円、日本の国家

予算の1.6倍に相当する資金の運用がこのPRI

原則に沿って、社会課題の解決に取り組む企

業に優先的に投資されているのです。その意

味は、株式会社の経営にかかわる人なら理解

できるはずです。

5.　新型コロナウィルス感染症（COVID-19）

がもたらす社会課題とSDGs

ここで改めて、人間社会にとって最大の脅威

となっているCOVID-19との戦いをSDGsの観

点から検証してみます。

国際連合食糧農業機関（FAO）、 国際農業開

発基金（IFAD）、国際連合世界食糧計画（WFP）

及び世界銀行は、4月21日、G20農業大臣臨時

テレビ会議において、COVID-19の食料安全保

障及び栄養に対する影響に関して共同声明を公

表しました。

＜概要＞

世界各地で食料の動きへの制限が発生し

ています。COVID-19の拡大は、食料関連の

物流サービスを阻害し、 食料供給チェーン

全体を混乱させ、 食料の入手可能性に影響

を及ぼしうるものです。 農業労働力の移動

及び資材の供給への影響は、 すぐに食料生

産に対する重要な課題となります。

2007～2008年の食料価格危機の際のよう

な輸出禁止や輸入を通じた急激な在庫積み

増しといったパニック的政策対応は、 世界

の食料の需給バランスを崩し、 価格の不安

定を増大させます。

これらのリスクに対して、 国際社会は、

農業及び食料関連物流サービスの重要性を

認識し、 フードバリューチェーンが正常に

機能するよう一層の努力が必要です。 全て

の国、 特に高い貿易シェアを有する国は、

安定的で、 透明かつ信頼できる食料供給源

を確保する必要があります。 市場が正常に

機能するよう、 適時の信頼しうる情報が全

ての人々のために利用可能になるよう協調

的な行動が必要です。

そして、 これらを解消するため将来のこ

のような伝染性疾病勃発を防止するために

は積極的な投資が必要性であり、 貧困者・

脆弱な人々への食料へのアクセスや所得に

悪影響を受けた人々を重点的に支援すべき

です。

また、世界の栄養状態に関する最新の情報を

提供している「2020 Global Nutrition Report」※6

では、COVID-19について次のように述べてい

ます。

＜抜粋＞

COVID-19は、極端な気候の増加によって

すでにストレスを受けている私たちのフー

ドシステムの脆弱性と弱点を明らかしまし

た。

ウイルスの封じ込めは、 食料と栄養の不

足を引き起こし、 政府を、 最も社会から取

り残された人々が依存している学校給食な

どの栄養プログラムなどの社会サービスの

削減に駆り立てています。 食料と栄養が不

足している状況では、 健康で持続可能な方

法で生産された食料の入手可能性と購入可

能性は、さらに困難になります。

主食食料の流通と地元の食料市場へのア

クセスは危険にさらされています。 かつて

食料が確保されていた世界の数百万世帯が

深刻な食料不安に陥っています。 わずか数

週間の間に飢餓と栄養不良のレベルが倍増
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する可能性があるのです。

COVID-19の蔓延を遅らせるための対策が

世界中で実施されている中で、 私たちは、

基本的な栄養ニーズを満たすために、 特に

最も弱い立場にある人々のために、 十分に

栄養価の高い食料が衡平に分配されること

を確保しなければならなりません。 世界中

のフードシステムは、衡平で、栄養価が高く、

効率的で、包括的でなければならないのです。

COVID-19は致命的な医療格差を暴露しま

す。 改革され強化された保健医療システム

は、 予防的栄養・ 保健サービスの提供に焦

点を当て、 危機に対応する準備ができてい

なければならなりません。

また、 特定の集団、 特に高齢者や免疫系

の機能低下や代謝機能の低下などの既存の

疾患を有する人々が直面している課題に対

処するためにも強化されるべきです。 特に

女性と子どもの栄養状態と健康に注意を払

うべきです。 しかし、 最も強力な医療シス

テムでさえ、高い医療費と医療従事者、機器、

施設の不足に苦しんでいるのです。

このように、感染症は我々社会の仕組みを変

えてしまうほど大きな影響を引き起こしていま

す。

平成の30年間の発展の背景にあったグローバ

リゼーション（人・モノ・カネ・情報の自由な

交流）はCOVID-19によって、 そのもろさを露

呈しました。パンデミックはグローバリゼーシ

ョンの副作用です。リスクは自由に急速に世界

に広がりました。これにより人の動きが制限さ

れたことで、モノもカネも動かなくなってしま

い、世界経済はあっという間に危機的な状況に

追い込まれつつあります。

SDGsの17のゴールはどれも何らかの形で感

染症の問題に関係しています。感染症がもたら

す影響は、「飢餓（Goal2）」 や「健康と福祉

（Goal3）」のみならず、「貧困（Goal1）」や「ジェン

ダ ー 平 等（ Goa l 5 ）」、「 安 全 な 水 と ト イ レ

（Gaol 6）」、「経済成長（Goal 8）」、「不平等

（Goal10）」など多くの問題に及びます。これら

を解決するために、「質の高い教育（Goal4）」、

や「技術革新（Goal9）」、「世界中のパートナーシ

ップ（Gaol17）」などの取組も重要になります。

そして、COVID-19との戦いの中で、主食で

ある小麦の安定調達は、貧困層の飢餓や栄養失

調による感染症拡大を低減させるだけでなく、

人々の健康が教育や経済成長の原動力になるな

ど、様々な問題に密接に関係しています。これ

は、単なる食品ビジネスの枠を超え、今後の世

界の平和と安定を担う重要なカギの一つです。

製粉業界の取組は、SDGsの様々な課題に深く

つながっているのです。

6.　最後に～SDGsは流行ではない

マーケティングの世界では、様々なキーワー

ドが生まれては消えます。「SDGs」もそのよう

な流行の一つではないかと見る人もいますが、

これが大きな誤りであることは、ご理解いただ

けると思います。

製粉業界は、従来より国民に対する食料の安

定供給に大きな役割を果たしてきました。各企

業がCOVID-19に限らず、今後も訪れる様々な

苦難を克服するために、SDGsの視点を持って

企業経営に取り組むこと、そして、多様なステ

ークホルダーと連携してよりよい社会を目指す

ことは、個社のビジネスリスクの低減、持続可

能な発展を実現するだけでなく、世界の平和に

直接的に貢献するものであると考えています。
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皆さまのSDGsへの積極的な取組をご期待申し

上げます。

注
※1　詳細は外務省資料参照
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/
topics/vol87/

※2　ローマクラブ（Club of Rome）は、イタリア・オリ
ベッティ社の副会長であったアウレリオ・ ペッチェイ

（Aurelio Peccei）が、世界の人口が幾何級数的に増加す
るのに対して、 食糧・ 資源は増やせるにしても直線的
でしかなく、 近い将来に地球社会が破綻することは明
らかであり、 世界的な運動を起こすべきだと考え、 こ
れにスコットランド人科学者で政府の政策アドバイザ
ーでもあったアレクサンダー・キングが賛同し、資源・
人口・軍備拡張・経済・環境破壊などの全地球的な「人
類の根源的大問題（The Problematique）」に対処するシ
ンクタンクとして1970年に設立した。（Wikipediaより
抜粋）

※3　京都議定書（Kyoto Protocol）は、1997年12月に京
都市の国立京都国際会館で開かれた第3回気候変動枠組
条約締約国会議（地球温暖化防止京都会議、COP3）で同
月11日に採択された、 気候変動枠組条約に関する議定
書。2008年から2012年までの期間中に、 先進国全体の
温室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて少なく
とも 5%削減することを目的と定め、各締約国の排出量
について、 削減量を割り当てた。 世界第二位の温室効
果ガス排出国であるアメリカ合衆国は国内事情により

締結を見送っている。（Wikipediaより抜粋）

※ 4 　 MDGs（ ミ レ ニ ア ム 開 発 目 標 、 Mil lennium 
Development Goals）は、2000年9月の国連ミレニアム・
サミットで採択された国連ミレニアム宣言と、1990年
代に開催された主要な国際会議やサミットで採択され
た国際開発目標を統合し、 一つの共通の枠組みとして
まとめたもの。2015年までに達成すべき目標として8つ
のゴールと21のターゲット項目を掲げている。
MDGsは途上国の貧困や初等教育、保健等の従来通りの
開発問題が中心で、 先進国はそれを援助する側という
位置づけである。一方でSDGsは、途上国に限らず、す
べての国の課題について経済面・社会面・環境面の3つ
の側面全てに対応することを求めている点が異なって
いる。（Wikipedia、IGESサイトより抜粋）

※5　2015年7月時点では世界約160カ国で1万3000を超
える団体（そのうち企業が約8,300）が署名。

※6 Global Nutrition Reportは2013年、ロンドンで初め
て開催された栄養サミット「Nutrition for Growth 
Initiative Summit」を契機として活動を開始。世界の栄
養状態に関する最新の情報を提供している。
2020年版のエグゼクティブサマリーについては日本語
版が提供されている。
https://globalnutritionreport.org/reports/2020-global-
nutrition-report/executive-summary/

（ 農林水産省　食料産業局企画課

企画官 ）
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はじめに

健康寿命（Healthy life expectancy；HALE）

は世界保健機構（WHO）が提唱した健康指標で、

良好な健康状態を維持していると期待できる年

数を0歳から数えて求めた期間である。寝たき

りや車椅子生活など、他の人の支えがないと生

活できない介護を必要とするような期間を平均

寿命から差し引いた年数とも言える。近年、国

民の健康寿命の延伸が重要であるとの認識か

ら、健康寿命について注目されてきている。

先進諸国が集まっているOECD（経済協力開

発機構）では、2019年に医療・健康に関するデ

ータの国際比較レポートを発表した1）。レポー

トでは、「日本は世界で最も平均寿命が長いな

ど、健康状態において優れた指標を多く有して

いる。それでも多くの国民が健康に関して悲観

的であり、14％の成人が自分は不健康であると

評価している。しかしながらこれは言語文化の

違いを反映しているとも言える」としている。

世界を代表するような健康長寿の国なのに、国

民の多くが自分たちは健康でないと思い込んで

いる状況がわかる。

日本の知識人と言われるような人たちは、「日

本の医療システムは遅れている」、「日本人には

不健康な人が多い」、「諸外国に比べて寝たきり

や要介護の人たち多い」などと主張したりする

こともある。そのため、日本人の健康寿命は短

いのではないかと思っている人も多い。しかし、

実際は日本人の健康は先進国の中でも優れてお

り、OECDのレポートでも、「国民の多くが、

健康的な生活を送っており、アルコール消費量

は低く、また成人の過体重および肥満の割合は

最も低い。医療へのアクセスは堅調であり、公

的財源によって支払われる医療費はOECD諸国

内で3番目に高い。 医療の質も全般的に高く、

例えば、脳卒中後の30日死亡率は2番目に低く、

様々ながんの5年生存率も高く、慢性疾患によ

る回避可能な入院率も低い」と記されている1）。

介護に関しても、「介護従事者が比較的多い

ことや、その教育レベルは高い。OECDにおい

て、高齢者人口あたりの介護従事者数は9番目

に多く、高学歴の介護従事者の割合は4番目に

高い。介護サービスへのアクセスは良く、質は

高いことが示唆される」と、日本の介護システ

ムについても高く評価している1）。

健康寿命の求め方

日本人の平均寿命が世界のトップクラスであ

ることは、国際的な統計で示されており、よく

知られている。その一方で、日本では「健康寿

命を延ばそう」と盛んに言われるようになって

きた。「平均寿命ではなく、健康寿命を延ばす

ことが重要である」、「平均寿命と健康寿命との

差を縮めよう」などとも言われている。日本で

は厚生労働省が3年に一度、日本全国の健康寿

命の推定値を公開し、その結果に各都道府県は

一喜一憂している。しかし、厚生労働省による

健康寿命の推定は日本独特の方法で行われてお

り、国際的な比較は困難である。

日本での健康寿命は、厚生労働省が行ってい

健康寿命についての最新研究

下 方 浩 史
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る「国民生活基礎調査」のデータから算出されて

いる2,3）。「国民生活基礎調査」は、保健、医療、

福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調

査し、厚生労働行政の企画および運営に必要な

基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体

を抽出するための親標本を設定することを目的

として実施されている調査である。1986年を初

年として、3年ごとに大規模な調査が行なわれ、

中間の隔年には、世帯の基本的事項および所得

の状況について小規模での簡易な調査が行われ

ている。くじ引きのようにして無作為抽出され

た世帯に対して、調査票を配布し、世帯員が自

ら記入し、後日調査員が回収している。

調査では、調査項目の｢あなたは現在、健康

上の問題で日常生活に何か影響がありますか｣

との問いに｢ある｣、｢ない｣から選択して回答す

る。「ある」の場合は不健康な状態とし、「ない」

の場合はさらに、｢あなたの現在の健康状態は

いかがですか。あてはまる番号1つに○をつけ

てください｣のと問いに、｢よい｣、｢まあよい｣、

｢ふつう｣、｢あまりよくない｣、｢よくない｣から

選択してもらい、｢よい｣、｢まあよい｣、｢ふつ

う｣の回答を健康な状態、｢あまりよくない｣、｢

よくない｣の回答を不健康な状態とみなして健

康寿命を算定している。この算定方法は自己申

告であり、言わば「個人の感想」で判断している

ため、客観性に乏しいのではないかと言われて

いる。

国際比較できるデータとしては、Global 

Burden of Disease Study （GBD）による健康寿

命がある。GBDは、 疾病、 外傷、 危険因子に

よる死亡率や身体障がいによる疾病負担に関す

る地域のあるいは地球規模での包括的な疾病負

担の研究プログラムで、 ワシントン大学の

Institute for Health Metrics and Evaluation 

（IHME）が中心となった、 世界127ヵ国の国際

共同研究として運営されている4,5）。GBDでは、

291 の疾患と1160 の後遺症について障がいの

重みを決定して、 障がいを有する生存年数

（Years of Life lived with Disability：YLDs）を

算定し、 さらに健康度調整平均寿命（health-

adjusted life expectancy：HALE）を推定する

等、客観的な方法で世界各国の健康寿命、平均

寿命を推定している。1990年から毎年のデータ

が公表されている。日本に関しては都道府県別

のデータも含まれている。

「障がい」という言葉は、もともとは「障碍」

と書かれていたが、「碍」の字が常用漢字に含ま

れなかったことから「障害」という字が当てられ

た。「碍」という漢字は「妨げる」という意味で、

他に害を及ぼすような意味はない。しかし「障

害」という字が当てられて、害を有する悪いと

いうイメージを持つようになった。健康寿命と

いう概念も、障がいを持った人生は本来の寿命

が尽きても生きている、もう生きている価値が

ないというような、障がい者を差別する言葉だ

と言う人たちもいる。

ひとは障がいを持っても生きていく権利を持

っている。障がいを持っていても、支えられて

素晴らしい人生を送ることができる。また、い

ろいろな方法で社会に貢献していくことも可能

である。福祉が充実した国では障がいを持って

いても長生きできる。そのことは素晴らしいこ

とだと思う。しかし、支援や介護を受けなくて

も生きていけることを望まない人はいないだろ

う。できる限り健康を守っていくことが必要だ。

その指標のひとつとして健康寿命を使っていき

たい。

健康寿命の推移

平均寿命の延伸と少子化により、日本におけ

る人口の高齢化は加速度的に進んでいる。日本
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は2000年を過ぎた頃から65歳以上の高齢者の割

合が世界一多い国になっている。今後もさらに

高齢化は進み、高齢者の割合が増加し続けるも

のと予測されている。図1に示すように、平均

寿命が長いほど、健康寿命も長くなる。しかし

健康寿命の延伸は、平均寿命の延びに追いつか

ず、平均寿命と健康寿命、すなわち要介護の期

間を延長させる要因にもなっている。実際に平

均寿命が長い国ほど、要介護の期間も長くなっ

ている（図2）。日本の2017年のGBD健康寿命は

男性71.4歳、女性74.6歳で、平均寿命とともに

世界でもトップクラスであるが、平均寿命が長

い国の中では日本における平均寿命と健康寿命

の差の年数は、それほど長くはない。

日本の健康寿命は年々長くなっているが、平

均寿命の延びには追いついていないため、平均

寿命と健康寿命との差はGBD 2017のデータで

は27年間で年々長くなっており、2017年には男

性で9.9年、 女性で12.6年となっている（図3）。

人生最後の10年を支援や介護を受けながら、寝

たきりになりながら生きなければならない現代

日本の現実を示している。

平均寿命と健康寿命の国際比較

人口が100万人以上の135ヵ国で、2016年度の

世界銀行データベースでの平均寿命の上位20ヵ

国の平均寿命と健康寿命を図4に示した。健康

寿命はGBD2017のデータベースを用いている。

平均寿命、健康寿命ともに日本が世界一である。

平均寿命が長い国で、健康寿命が必ずしも長い

わけではないことが分かる。平均寿命と健康寿

命との差は、 日本は10.94年で20ヵ国中15位、

平均寿命に対する平均寿命と健康寿命の差の割

合は、日本は13.0%で20ヵ国中18位である。つ

まり、日本は平均寿命も健康寿命も長いが、平

均寿命と健康寿命の差、差の割合は世界的にみ

平均寿命（歳）

中央アフリカ

シンガポール
日本

50

60

70

健
康
寿
命
（
歳
）

図1　人口100万人以上の国における平均寿命と健康寿命との関連

（バブルサイズは人口を示す．世界銀行データベース6）とGDP2017データベースから作成5））
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平均寿命（歳）
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図2　人口100万人以上の国における平均寿命と健康寿命との差と平均寿命との関連

（バブルサイズは人口を示す．世界銀行データベース6）とGDP2017データベースから作成5））
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図3　日本における平均寿命と健康寿命と差の推移（GDP2017 データベースから作成5））
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ると比較的小さい。

調査方法による日本の健康寿命の違い

厚生労働省の調査による健康寿命とGBDに

よる健康寿命にはどのような違いがあるのだろ

うか7）。 図5は厚労省健康寿命とGBD健康寿命

の推移を男女別に示している。男女とも厚労省

健康寿命、GBD健康寿命は延伸していた。 男

性の健康寿命は、2001年から2013年では厚労省

健康寿命とGBD健康寿命では大きな差はなか

ったが、2016年では厚労省健康寿命は72.1歳、

GBD健康寿命は71.4歳と0.7歳厚労省健康寿命の

方が長くなっていた。女性の健康寿命は、2013

年、2016年では差なかったが、2001年から2007

年までは厚労省健康寿命よりもGBD健康寿命

の方が値は大きく、 差は2001年では0.7歳、

2004年では1.0歳、2007年では0.6歳であった。

男性の健康寿命年間変化率は厚労省健康寿命で

は0.180±0.023歳年、GBDでは0.135±0.003歳/

年と前者の方がやや大きな値であった。女性で

は厚労省健康寿命では0.152±0.012歳/年、GBD

健康寿命は0.130±0.006歳/年とやはり、年間変

（世界銀行データベース6）とGDP2017データベース5）から作成）
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図4　平均寿命上位20ヵ国と平均寿命と健康寿命
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化率は厚労省健康寿命の方が大きくなってい

た。

図6は平均寿命と厚労省健康寿命、GBD健康

寿命との差の推移を示している。平均寿命と健

康寿命との差である「不健康な年数」は、男性で

は厚労省健康寿命とGBD健康寿命の間では大
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図5　厚労省健康寿命とGBD健康寿命の性別の推移7）
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図6　厚労省健康寿命とGBD健康寿命の性別の推移7）
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きな差はなかったが、女性では2001年から2010

年までは「不健康な年数」は厚労省健康寿命の方

がGBD健康寿命よりも長くなっていた。 男性

の「不健康な年数」の年間変化率は厚労省健康寿

命では0.005±0.016歳/年、GBD健康寿命では

0.062±0.002歳/年とGBD健康寿命では「不健康

な年数」は年々長くなっていたが、厚労省健康

寿命では「不健康な年数」の変動傾向ははっきり

していない。女性の「不健康な期間」は厚労省健

康寿命では−0.013±0.019歳、GBD健康寿命で

は0.068±0.002歳であり、男性と同様、GBD健

康寿命では「不健康な年数」は年々長くなってい

たが、厚労省健康寿命では「不健康な年数」の変

動傾向はやはりはっきりしていない。女性では

2004年以降をみると、厚労省健康寿命での「不

健康な年数」は経過とともに短くなっていたが、

GBD健康寿命での「不健康な年数」はむしろ長

くなっており、変化の方向が逆になっていた。

表1および図7は厚労省健康寿命とGBD健康

寿命による2016年の都道府県別健康寿命の性別

の比較である。男女ともに厚労省健康寿命が長

い都道府県で必ずしもGBD健康寿命が長いわ

けではなく、 また逆にGBD健康寿命が長い都

道府県で必ずしも厚労省健康寿命が長いわけで

もなかった。 厚労省健康寿命とGBD健康寿命

との間の相関は認められなかった。都道府県別

の健康寿命は、GBD健康寿命に比べて厚労省

健康寿命が男性では0.72±0.09歳、女性では0.31

±0.11歳長くなっていた。

健康状態に関しての個人の主観的判断に基づ

く厚労省健康寿命と、 疾病統計から求めた

GBD健康寿命では最大1.0歳ほどの違いであり、

それほど大きな差ではないかもしれないが、そ

の推移は大きく異なっていた。特に平均寿命と

健康寿命との差である「不健康な年数」は厚労省

健康寿命では最近短くなる傾向があるようにみ

えるが、GBD健康寿命では「不健康な年数」は

一貫して長くなっている。さらに都道府県別健
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図7　厚労省健康寿命とGBD健康寿命による都道府県別健康寿命の比較（2016 年度）7）
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表1　厚生労働省データとGBDデータによる都道府県別の健康寿命のランキング7）

男性 女性

順位
厚生労働省データ GBDデータ

順位
厚生労働省データ GBDデータ

都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命
1 山梨 73.21 京都 72.29 1 愛知 76.32 長野 75.25
2 埼玉 73.10 大分 72.29 2 三重 76.30 愛媛 75.13
3 愛知 73.06 滋賀 72.15 3 山梨 76.22 島根 75.10
4 岐阜 72.89 広島 72.11 4 富山 75.77 熊本 75.09
5 石川 72.67 神奈川 72.02 5 島根 75.74 岡山 75.06
6 静岡 72.63 愛知 71.91 6 栃木 75.73 東京 75.04
7 山形 72.61 島根 71.85 7 岐阜 75.65 福井 75.01
8 富山 72.58 長野 71.82 8 茨城 75.52 香川 75.01
9 茨城 72.50 福井 71.77 9 鹿児島 75.51 京都 74.99
10 福井 72.45 奈良 71.73 10 沖縄 75.46 富山 74.98
11 新潟 72.45 熊本 71.66 11 新潟 75.44 宮崎 74.92
12 宮城 72.39 福岡 71.63 12 大分 75.38 広島 74.90
13 千葉 72.37 石川 71.60 13 静岡 75.37 静岡 74.86
14 香川 72.37 兵庫 71.58 14 福井 75.26 山梨 74.85
15 鹿児島 72.31 高知 71.56 15 群馬 75.20 滋賀 74.84
16 神奈川 72.30 岡山 71.55 16 山口 75.18 奈良 74.84
17 滋賀 72.30 山梨 71.53 17 石川 75.18 石川 74.83
18 山口 72.18 千葉 71.49 18 千葉 75.17 高知 74.82
19 栃木 72.12 東京 71.48 19 高知 75.17 兵庫 74.82
20 長野 72.11 佐賀 71.39 20 青森 75.14 福岡 74.80
21 兵庫 72.08 山形 71.38 21 岡山 75.09 大阪 74.79
22 群馬 72.07 香川 71.37 22 佐賀 75.07 大分 74.75
23 宮崎 72.05 岐阜 71.35 23 山形 75.06 佐賀 74.74
24 東京 72.00 北海道 71.33 24 福島 75.05 山形 74.73
25 沖縄 71.98 埼玉 71.33 25 宮崎 74.93 鳥取 74.71
26 北海道 71.98 新潟 71.30 26 香川 74.83 山口 74.64
27 広島 71.97 三重 71.29 27 長野 74.72 宮城 74.62
28 岩手 71.85 静岡 71.26 28 長崎 74.71 三重 74.58
29 京都 71.85 富山 71.24 29 埼玉 74.67 鹿児島 74.57
30 長崎 71.83 山口 71.24 30 福岡 74.66 沖縄 74.53
31 三重 71.79 宮城 71.22 31 神奈川 74.63 愛知 74.52
32 島根 71.71 愛媛 71.12 32 愛媛 74.59 千葉 74.51
33 鳥取 71.69 沖縄 71.12 33 秋田 74.53 神奈川 74.50
34 青森 71.64 長崎 71.05 34 岩手 74.46 新潟 74.50
35 佐賀 71.60 宮崎 71.04 35 大阪 74.46 長崎 74.45
36 大分 71.54 徳島 71.03 36 宮城 74.43 岐阜 74.42
37 岡山 71.54 鳥取 71.00 37 和歌山 74.42 北海道 74.41
38 福島 71.54 栃木 70.97 38 東京 74.24 埼玉 74.37
39 大阪 71.50 岩手 70.95 39 兵庫 74.23 和歌山 74.26
40 福岡 71.49 大阪 70.94 40 鳥取 74.14 群馬 74.17
41 奈良 71.39 群馬 70.94 41 奈良 74.10 茨城 74.15
42 高知 71.37 鹿児島 70.93 42 滋賀 74.07 岩手 74.14
43 和歌山 71.36 福島 70.92 43 徳島 74.04 福島 74.07
44 徳島 71.34 和歌山 70.69 44 京都 73.97 徳島 74.01
45 愛媛 71.33 茨城 70.59 45 北海道 73.77 秋田 73.99
46 秋田 71.21 秋田 70.21 46 広島 73.62 青森 73.91
47 　 　 青森 69.75 47 　 　 栃木 73.86

厚生労働省 第11回健康日本21（第2次）推進専門委員会 、Global Burden of Disease （GBD） 2017
（厚生労働省データは熊本地震により熊本県のデータはなし）
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康寿命では、 厚労省健康寿命とGBD健康寿命

との間に関連は認められなかった。

わが国特有の方法で健康寿命の推定を行って

いる厚労省健康寿命でも、国内での健康寿命の

推移など健康指標としての一定の役割があると

思われる。自覚的な健康感は、その後の疾患罹

患や死亡を予測する重要な因子であり、予防医

学的な重要性が指摘されている8,9）。 しかし、

GBDでは長期にわたって全世界で同じ客観的

方法で健康寿命が推定され、1990年から現在ま

で1年ごとに報告されており、長期的な変動の

解析や国際比較などで極めて有用である。現在

は、 わが国ではほとんど使われていないが、

GBDによる健康寿命データの積極的な利用が

今後は期待される。

おわりに

日本人の平均寿命は世界のトップクラスであ

り、健康寿命も長い。しかし、平均寿命と健康

寿命との差である「不健康な期間」は先進国の中

では比較的短い。日本人の遺伝的な特性、医療

制度、 食生活などが健康寿命を伸ばしている可

能性がある10）。健康寿命の国際比較ができるよう

になり、なぜ日本人の健康寿命が長いのかを解き

明かすような研究が進み始めている。今後、こう

した研究の成果にも注目していきたい。

参考文献
1） OECDレポート2019　http://www.oecd.org/japan/

health-at-a-glance-japan-JA.pdf
2） 厚生労働省：国民生活基礎調査https://www.mhlw.

go.jp/toukei/list/20-21.html.
3） 尾島俊之：心臓 47: 4-8, 2015.
4） GBD 2017 Disease and Injury Incidence and 

Prevalence Collaborators. Lancet 392: 1789-1858, 
2018.

5） Global Burden of Disease Study 2017 （GBD 2017） 
Data Resources. 

　http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017.
6） 世界銀行データベースhttps://data.worldbank.org/

indicator
7） 下方浩史、他．名古屋学芸大学健康・栄養研究所年報11: 

21-28, 2020.
8） 厚生労働省：健康寿命のページ　http://toukei.umin.

jp/kenkoujyumyou/
9） Reche E, et al. Int J Environ Res Public Health 16; 

pii: E2884, 2019.
10） 下方浩史：100歳まで自然に元気な和食の流儀．白秋

社, 2020.

（ 名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科教授

名古屋学芸大学健康・栄養研究所長 ）
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厚生労働省の日本人の食事摂取基準
（2020年版）策定検討会報告書によると、食
塩摂取量の1日あたり目標値を、 成人男性
は7.5g未満、女性は6.5g未満とされている。
一方、WHOのガイドライン（2012）の推奨
は5.0g未満である。

しかし、日本人の平成28年国民健康栄養
調査では摂取量の中央値（18才〜75才以上）
は男性9.6〜10.7g、女性8.2〜9.2gであるか
ら、WHOの推奨値にあわせるには無理が
あるために、上記のような数値にしている。
実際、日本人の平成30年国民健康栄養調査
の結果では平均値は男性11g、 女性は9.3g
であった。日本人はまだまだ、食塩摂取量
の減少に努力しなければならないのであ
る。

ここで、学校給食についてであるが、給
食の献立を考えるのは、学校栄養職員や栄
養教諭など、管理栄養士あるいは栄養士の
資格を持った人である。このとき給食の献
立の食塩量も計算しなくてはならない。先
の食事摂取基準で、小児の場合（8〜17才）
では年齢に応じて男子5.0〜7.5g、 女子、
5.0〜6.5gである。

文部科学省が、学校給食の摂取基準の活
用を公表（学校給食実施基準平成30年7月31
日改正）しているが、給食では1日あたりナ
トリウムの摂取量（食塩相当量g）の1/3と

して、6〜9才は2g未満、10〜11才は2.5g未
満、12〜14才は2.5g未満としている。

最近、小学校で給食の献立作成に関わっ
ている栄養士の人たちにアンケートをお願
いする機会があったが、その中の自由記述
のところで、パンを主食にすると、塩分が
多くなりがちで苦労しているという意見が
多かった。上で述べたように小学校1〜4年
では2g未満、 小学5年〜中学校では2.5gに
しなければならないからである。ご飯を主
食にするとご飯には塩分は含まれないの
で、2g分はおかずに回せるが、 パンが主
食の場合、パンにはすでに食塩が含まれて
おり、それだけおかずの食塩を減らさなけ
ればならない。

パン給食の場合、小麦粉を低学年で40g、
中学年で50g、 高学年で70g使用したコッ
ペパンである。 食塩は2.0％として、 それ
ぞれ0.8g, 1.0g, 1.4gとなる。おかずの食塩
は、1.2g, 1.0g, 1.1g となり、かなり献立に
工夫が必要になると思われる。

学校給食物資開発流通研究協会が、 年3
回発行している学校給食研究という雑誌が
ある。その中で、たとえば、パン給食の例
が2019年9月号に紹介されているが、 テー
ブルロール、牛乳、かきたま汁、シイラの
トマトたっぷりソース、ブルーベリーケー
キで食塩相当量2.5gであった。他の例を見

学校給食の減塩パン

畑　江　敬　子
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ても、2.0gで収めるのは容易ではなさそう
である。

これがご飯になると、2020年4月号の例
では。ご飯、牛乳、玉ねぎ入のコンソメス
ープ、手作り和風ハンバーグ、ゴボウとキ
ュウリのサラダで食塩相当量2.1gとそれほ
ど無理がない。

また、学校給食の献立という、主菜、副
菜、汁（または副菜）の組み合わせを提案し
ている本があり、 どれも食塩相当量を2g
以内に抑えている。しかし、どれも主食は
ご飯であり、パンは想定していない。

そうなると、学校給食でパンを主食にす
るためにはパンの食塩を少なくする事が必
要になる。実際、先のアンケートで、塩分
を50％少なくしたパンがあれば使いたいか
質問したところ、50％以上が使いたいと答
え、30％が条件により使いたいと答えている。

ネットを見ると自治体で学校給食用パン
の食塩を少なくする取り組みが紹介されて
いる。 例えば、 長野県では小麦粉100gに
対して食塩を1.8gにして10％減塩している
し、千葉県では、小麦粉100gに対し1.9gか
ら1.6gとして15％減塩している。 つまり、
小学校中学年なら食塩は0.8gにすることが
できるわけである。東京都学校給食会規格
では学校給食用コッペパンの食塩の配合を
小麦粉100gに対し1.7gとしている。

そこで、もう少し塩分を減らせないかと
山崎製パンの中央研究所にお願いして、従
来のパンより食塩を1/2にした減塩パンを
試作してもらった。 小麦粉100gあたり食
塩は0.85gである。 ただ食塩を減らすだけ

では生地の保形性や味の点から好ましくな
いので、イーストなど配合割合の改良を加
えたということである。このパンを数人で
食べてみたが従来のパンに比べ全く遜色な
くおいしかった。このパンを是非皆さんに
紹介したい。（なお、パンには添加する食塩
のほかにも小麦粉やイースト、イーストフ
ードなどの副材料に由来するナトリウムが
あり、食塩相当量としてナトリウム総量に
係数をかけて求めるが、食塩由来以外のナ
トリウムはごくわずかでほとんど無視でき
る）

このパンにすれば、小学校中学年を例に
とると、中学年のコッペパンは小麦粉の使
用量は50gであるから、食塩は0.43gである。
したがって、 1.57gをおかずに回すことが
できるので、献立作成が楽になる。

ただ、1週間の主食の種類は文科省や自
治体が米飯給食を推進しているため、給食
の主食はご飯が3〜4回/週が殆どで、 パン
は1〜2回/週が多かった。 さきのアンケー
トでパン食の方が残食が少ないと言う結果
もあることから、パンを給食にもう少し増
やしてもよいのではないだろうか。

参考文献
本誌に長年にわたり書かせていただきま

した原稿に加筆修正し、「泡を食うお話」（建
帛社）と「おいしさと泡」（光生館）を上梓さ
せていただきました。もし、ご興味がおあ
りでしたら、ご覧いただければ光栄に存じ
ます。
 （お茶の水女子大学名誉教授）

製粉振興 2020. 7 32



精進揚げとは
精進揚げ（しょうじんあげ）は、ご存じの
ように、仏事の時などに食べる精進料理の
中のひとつで、おもに野菜など、植物性の
食材に、ころもをつけて、油で揚げた物を
さします。
普通の天ぷらと違うのは、魚介類などを
含む動物性の食材を使わないというところ
が特徴です。細かくいえば、天ぷらのころ
もには卵を用いますが、精進揚げのころも
は、小麦粉と水だけを使います。
さらに天ぷらには、だし汁としょうゆ、
みりん、酒などの調味料を合わせた天つゆ
を添えますが、精進料理の中の精進揚げに
使う天つゆには、かつおだしが使えないの
で、だしには昆布を用います。
精進揚げに用いる食材には、なす、しし
唐、さつまいも、かぼちゃ、れんこん、オ
クラなどをはじめ、季節のきのこ、しいた
け、まいたけなども好まれています。
よく物事に「精進する」といいますが、精
進とは、本来は仏道の修行に励むことをい
い、精進料理とは、その修行に励む僧にと
っては大切な食べ物で、食べることも修行
の一部と考えられています。菜食（植物性
の食べ物）をして、肉食（動物性の食べ物）

や五葷（ごくん）つまり、香りの強いにんに
く、ねぎ、にら、らっきょう、玉ねぎなど
部類の食材を禁忌とする考え方で、煩悩を
刺激する食材を避けるという意味がありま
す。ここに山椒やしょうがなどは含まれな
い場合もあり、地域によって、また時代に
よって、精進料理のかたちも異なっている
ようです。

精進落としとは
精進落としは、葬儀にまつわる料理のひ

とつで、かつては忌明けの食事を意味して
いました。今では形態も変わってきています。
その昔、親族が亡くなった時には、仏教

の教えにより、肉や魚などの動物性の食べ
物を断って、植物性の精進料理をとってい
ました。精進落としは、忌明けにあたる四
十九日に、通常の食べ物に戻す区切りにあ
たる日だといわれていました。しかし、か
つての意味はだんだん薄れていき、初七日
法要の時に僧侶や参列者にふるまわれる食
事と変わっていきました。今では初七日の
法要も、忙しい家族や参列者のために葬儀、
火葬の後に行われるようになり、その後に
酒や食べ物をふるまうことを精進落としと
呼ぶようになっているようです。地域によっ

小麦粉のある風景

ひらの　あさか

精進揚げと天ぷらの仲間
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て異なりますが、精進落としは、故人の供
養と、参列者へのお礼、お清めの意味が込
められています。

江戸前の魚といえば
「ぎんぽう」は江戸前の天ぷらの種として
欠かせない魚です。ぎんぽうの名の由来は、
その形状が江戸時代の銀貨「丁銀」に似てい
るところから「銀宝」と呼ばれるようになっ
たとか。また硬直した姿が棒のような形状
になることから「銀棒」という説もありま
す。
最近、天ぷら専門店でもなかなか見かけ
なくなった「ぎんぽうの天ぷら」は、身は白
く、ふわっとした食感と濃厚なうま味がた
まらないおいしさです。
関東以外では、残念なことに雑魚として
扱われ、煮つけやてり焼きにして食べられ
ているようです。春から夏まで市場には出
まわっているようで、味は確かなのですが、
見た目はちょっとグロテスクな感じです。
体の表面は独特のヌメリがあって、そのヌ
メリの部分が透明なものがよいそうです。

好きな天ぷらは？
好きな天ぷらは何？と聞かれるとやは
り、えびの天ぷらや、いか、かき揚げと魚
介物がすぐ浮かびます。
時は暮れの時期になりますが、関西を旅
した時に町の商店やデパートで年越しそば
と一緒に売られていたのは、えびの天ぷら
でした。関西でもえび天なの？と驚いてし
まいましたが、にしんの甘露煮が添えられ
た「にしんそば」もしっかり横に並んでいま

した。
関東でももちろん、えび天ぷらは通常時
でもそば店の人気のお品書きです。
「えび天そば」揚げたえびの天ぷらがのっ
ているかけそば。「天ざる」えびの天ぷらの
ほかに青じそ、しし唐など野菜が添えられ
ている場合もあるざるそば。「天南そば」お
店によりますが、天ぷらそばのえびよりも
ひと回り以上小ぶりなえびの天ぷらが数尾
のっていて火を通したねぎがのったかけそ
ば。「天とじそば」天ぷらそばを卵でとじた
かけそば。かき揚げ天ぷらに温かいつゆを
はった「天ぬき」やかき揚げ天ぷらだけの
「天種（てんだね）」にはえび、貝柱などが入
っていて、魚介の人気の高さがうかがえま
す。

人気の「とり天」とは
「とり天」とは、おもに鶏肉のむね肉を使
い、小麦粉ベースのころもをつけて揚げた
天ぷらのことです。その発祥は諸説ありま
すが、大分県といわれていて、同県ではか
ら揚げと同じように一般的に食べられてい
るようです。最近では関東でもよく見かけ
るようになりました。　
「とり天」は、ぽんずをつけて食べるため、
から揚げに比べるとさっぱりしているの
で、気持ちヘルシーで、地元大分の居酒屋
や定食屋などのお店には必ずといっていい
ほど置いてあるといいます。家庭でも好ん
で食べられているという大分の人びとにと
って、ソウルフードなのです
� （食文家）
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業界ニュース

一般財団法人製粉振興会理事会を開催

本会は、6月23日（火）鉄鋼会館において、農林水産省政策統括官付貿易業務課　
小峰課長のご臨席のもと第175回理事会を開催し、次の議案を審議し決定しました。

（決議事項）
　第1号議案　第55事業年度事業計画に関する件
　第2号議案　第55事業年度予算に関する件

（報告事項）　職務執行状況報告に関する件

なお、次回の定時理事会は8月4日、評議員会は8月21日にそれぞれ鉄鋼会館にお
いて開催する予定です。

関係各位� 令和2年7月17日

（一財）製粉振興会主催の「令和2（第55）事業年度製粉講習会」について

日頃より当会の事業に対しご参加、ご協力いただきありがとうございます。本誌3月号でお知ら

せいたしました通り、「令和元（第54）事業年度製粉講習会」につきましては、当初予定した4月の開

催を中止し、再度開催時期等の検討を行って参りましたが、新型コロナウイルス感染症の感染者が

依然高い水準にあるなどの状況に鑑み、年内の開催は難しいものと判断いたしました。

今後、開催方法等を含めさらに検討を行い、「新たな生活様式」に対応した講習会の体制を整えた

上での実施とさせていただきます。

大変残念ではありますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

★�全粉協第60回通常総会及び創立60周年記

念式典の開催

協同組合全国製粉協議会（会長阿部晃造）は、

6月18日（木）に書面議決を基本に第60回通常総

会を開催しました。全ての議案等について原案

通り可決承認されました。なお、役員の変更は

ありません。

7月8日（水）にKKRホテル東京において創立

60周年記念式典を開催しました。農林水産大臣

表彰等を主な内容として、被表彰者等に限って

の開催となりましたが、農林水産省からのご臨

席をいただき、感謝状の贈呈等が行われました。

（被表彰者は、農林水産大臣感謝状：入江三臣、

佐藤久栄、寺田匡、西田定の4氏、政策統括官

感謝状：横山敏章、佐々木徹、笠原健一、高橋

一公、志賀重介、井澤雅之、柾本健太郎、吉原

良一の8氏です。）

【東京・青木】

総務総務

お知らせ
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七夕・そうめんの日に支援

昭和57年に7月7日を「遣唐使によって持ち込

まれた中国伝来のそうめん。故事によると、平

安時代の宮中での儀式や作法等を集大成した書

物の延喜式に七夕の儀式にそうめんが供えら

れ、食べると疫病に罹らないと言われ、また、

そうめんを糸にみたて、機織りが上手になるよ

う食べられたとの記述等」からそうめんの日と

設定している。設定以後、毎年7月7日にイベン

トを催し乾めんのPRに努めてきた。この間、1

度として7月7日の屋外PRイベントを中止した

ことがなく、毎年、7月7日は梅雨の真っただ中、

天を仰ぎ雨が降らないことを祈りながら催して

きた。今年は、年明け早々から新型コロナウイ

ルスの感染拡大によって、多くのイベントが中

止又は延期された。大きなイベントとして夏季

オリンピックの延期があった。このような環境

から消費者とのコミュニケーションづくりに有

効な手段としの7月7日そうめんの日のサンプリ

ングを東京・銀座数寄屋橋公園で、前日の6日

には製粉会館玄関前で催すことを計画したが、

今年は、新型コロナウイルスの感染拡大予防で、

断腸の思いで中止を決めた。その代替えイベン

トを検討したが、3密を避けてのイベントは難

しく、新型コロナウイルスの拡大で緊急事態宣

言が発令され、外出自粛等により多くの方々が

生活を壊され、困窮していると聞き、そうめん

の日に因み、今年だけの限定となるが、困窮し

ている方々へ、少しでもお役に立てることはな

いかと模索。外出自粛等で買い物もままならな

い状態、これから夏を迎えることからそうめん

を支援、食していただけないか計画し、協力支

援先を調査、その結果、NPO法人セカンドハ

ーベストジャパンと合意し、支援することにな

った。季節は夏、そうめんは保存性に長け、季

節食も強く、産地が全国であって、外出自粛の

中、せめて産地へ出掛けたつもりで外出自粛の

ストレス解消と、時節柄、食欲不振にもなり易

く、涼感で食欲をそそって欲しいと願い支援さ

せていただきました。来年こそ、新型コロナウ

イルスが終息、収束して賑々しくイベントが出

来るよう七夕飾りの短冊に願を込め、飾りまし

た。

【東京・安藤】

―そうめんの袋詰め―
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―支援のそうめん搬入―

―寄贈―

―支援物資の一部―
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世界　　（1） 2020/21年度の小麦

は生産、消費、期末在庫共に増え

るが、在庫は依然として中国に偏

ると予想。

生産は前年度比430万t増の7.66億t、 消費は

240万t増の7.50億t（食用は690万t増の5.29億t）。

期末在庫は1,590万t増の2.90億tだが、主要8輸

出国計は6,780万tのみ（ロシアは少し増えるが、

アメリカが210万t減の2,450万t、EUも1,400万t）

で、中国が610万t増の1.35億t、インドが420万t

増の2,850万t。貿易は前年度並みの1.78億t［表1

〜3］。� （IGC-GMR・510／20）

（2） 2020/21年度のデュラム小麦は生産が微増

で、食用消費は安定と予想。

生産は3,410万tで前年度比50万t増だが、近年

の平均を下回る。カナダ（90万t増の590万t）以

外は増えない。食用消費は3,240万tで安定し、

貿易は微減の870万t。 期末在庫は漸減傾向で

650万tのみ［表4〜6］。� （IGC-GMR・510／20）

（3） 2020/21年度の穀物の工業用消費は前年度

比4.5％増の3.70億tか。

アメリカが6.1％増の1.70億t、中国が4.3％増

の9,660万t。エタノール用は7.6％増の1.92億t、

うちバイオ燃料用は7.1％増の1.71億tで、その

79.7％はアメリカ（7.6％増の1.37億t）、小麦は

0.2％減の580万t［表7,8］。

� （IGC-GMR・510／20）

（4） 小麦粉貿易量の減少がストップか。

2020/21年度は前年度比30万t増の1,510万t。

アフガニスタン（250万t）、イラク（200万t）、ウ

ズベキスタン（90万t）の輸入減が止まったか。

輸出はトルコが25万t減の505万t、カザフスタ

ンは50万t増の250万t［表9］。

� （IGC-GMR・509／20）

（5） 新型コロナウイルス禍の製粉産業への影響。

外出制限で消費者が小麦粉や関連製品を買い

急ぎ、備蓄する動きがあり、家庭向け製品が品

薄。二次加工会社も生活の変化を応援する方向

でフレキシブルに全力生産。製粉会社の多くは

これらの状況にフル稼働で対応しているが、国

境封鎖や検疫が原料供給に影響を与えないか、

従業員に感染が広まった場合に製造中止せざる

を得なくなるのではと心配している。

� （WG・38-4／20）

（6） アフリカの一部とイエメンで大量発生して

いるサバクトビバッタ（Desert Locust）が他地

域へも拡大の恐れ。

5月21日、国連食糧農業機関（FAO）発表。制

御に時間がかかるので、アフリカ全域及び南西

アジアに広まる恐れがあるという。

� （World-Grain.com・5／26／20）

アメリカ　　（1） 2020/21年度の

小麦生産量は前年度比2.2％減の

5,109万tで、Whiteが103万t減と

予想。

収穫面積は1.3％増だが単収が3.7％低下のた

め。輸出は1.6％減の2,585万t［表10,11］。

� （USDA）
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（2） 今後10年間、小麦生産量は微増。

2020年2月14日、USDAが小麦長期需給見通

しを公表。作付面積はほぼ横ばいだが、単収が

微増。人口増を反映して食用需要は微増だが、

輸出増を見込み、在庫は現在とほぼ同レベル。

農家手取り価格は少し上昇を見込む［表12］。

� （USDA）

（3） 2019年の有機小麦生産量は前年比1.5％増

の54.4万t。

Mercaris社（有機と非GMO流通情報会社）の

情報。在庫増で価格が下がるか。

� （World-Grain.com・4／29／20）

（4） 2019年の1人当たり平均小麦粉消費量は30

年来の最低。

前年比0.9kg減の59.3kgで、1989年の58.6kgに

次いで低い［表13］。� （USDA）

（5） 新型コロナウイルス流行に伴い北米製粉協

会が積極的に行動。

2つの重要な会合を取り止め、事務所を閉鎖

してテレワークに切替えた。しかし、行動で対

処すべきことが多いので、会長が中心になり、

スタッフと役員で分担。さらに、連邦政府の行

政に精通した4社の社長で構成する特別委員会

を作って迅速な対応を進めている。連邦政府と

密接な連携を保ち、原料確保に全力を傾注し、

スムースな輸送確保のために、作業時間の緩和、

運転資格の一時的緩和、一部の州による積載重

量制限の緩和、トラック駐車場を閉鎖しないこ

と、カナダとの往来がスムースに行えることな

どを求めた。企業としては救済金を求めないが、

第一線従業員への金銭的援助を支持している。

漂白剤やエンリッチ剤の供給チェーンに混乱が

生じないよう要望し、従業員が感染した場合に

備えての準備も進めている。

� （MBN・99-4／20）

（6） フレッシュパンやロールの販売は伸び悩み

が続く。消費拡大への創造的対策が求められる。

Information�Resources社によると、2月23日

までの52週間のフレッシュパン売上高は前年同

期比0.8％減の90.3億ドル、販売個数は2.7％減

の35.4億個。2位のFlower�Foods社は売上高を

3.9％、販売個数を1.0％伸ばし、トップのGrupo�

Bimbo社（各3.6％と4.8％減）に迫った。3位の

Campbell�Soup社は上位2社の1／3程度の売上

げで伸び悩み、4位以下はさらにその1／3以下

で、寡占化の傾向［表14］。�（MBN・99-3／20）

（7） Arcadia Biosciences社が小麦関係特許を

さらに4つ取得。

2つは加水分解及び酸化的酸敗を最小限にす

ることによって全粒小麦の保存性を高めるもの

で、他の2つはすでに取得している小麦の保存

性を高めることと、グルテンが少ない小麦に関

する特許を補うもの。

� （World-Grain.com・5／8／20）

（8） Grain Craft社がオハイオ州Cleveland工場

（日産能力386t）を閉鎖へ。

市場環境の変化を考慮し、2020年中頃に閉鎖

予定。2017年にユタ州Salt�Lake�City工場

（363t）を閉鎖したので、同社全体では13工場、

日産能力6,985tになる。

� （World-Grain.com・4／24／20）

（9） Archer Daniels Midland社は2035年に向け

て新しい持続性ゴールを設定。

2011年設定の2020年目標を達成したので、

2035年までに温室効果ガス放出量絶対値を25
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％、そのエネルギー度合いを15％減らす予定。

具体的には、再生可能電力の購入、バイオマス

燃料の使用増、輸送方法の変更、一部での設備

更新を行う。さらに、水度合を10％減らす。

（World-Grain.com・4／1，5／19／20）

（10） Hostess Brands社がVoortman Cookies社

を約3.2億ドルで買収。

1月3日に。1951年設立で、クリームウェハー

ス、無糖クッキーの販売では全米1位の会社。

� （MBN・98-23／20）

（11） Continental製粉がHodgson製粉からミッ

クス工場を取得。

取得工場はイリノイ州Effinghamの既存工場

の隣にあり、改修して2021年に稼働予定。ミッ

クス需要増への対応が可能に。

� （MBN・99-4／20）

（12） Ingredion社（イリノイ州）がカナダ産キノ

ア粉を世界的に販売へ。

Northern�Quinoa�Production社（カナダ・サ

スカチュワン州。26年前設立でカナダ平原3州

に適したキノア新品種を開発し、生産者と強力

な関係を持つ）と将来の資本提携も含むキノア

販売に関する排他的販売協定を締結。

� （World-Grain.com・5／14／20）

（13） アメリカ農務省は小麦赤かび病耐性がよ

り強い品種開発に使える遺伝子を発見。

発見したFhb7遺伝子は病原菌が分泌するマ

イコトキシンを解毒することによって赤かび病

低減に有効で、数年後の耐性品種開発が期待さ

れる。農業研究局（ノースダコタ及びカンザス）

と中国の山東農業大学の共同研究の成果。

� （World-Grain.com・4／13／20）

イギリス　　製粉業界挙げてコロ

ナ危機に取組む。

イギリス・アイルランド製粉協

会（nabim）には1社（1工場）を除く31社（50工場）

が加盟しており、全小麦粉の99％を生産し、約

500万tの小麦を使用。コロナウイルス流行と外

出禁止によって対応を迫られたが、なんとか製

造を続けている。nabimの要望により、政府は

労働時間の規制を緩和して配送を確保しやすく

し、製粉を重要産業と位置づけて育児と教育支

援のために休校中の学校で子供の面倒を見るよ

うにした。家庭用小袋の需要が急増し、nabim

はホームページを通じてどこで買えるかを消費

者に知らせた。� （WG・38-5／20）

イラン　　新型コロナウイルス流

行が製粉業界に対応を迫る。

外出禁止令で家庭用需要が増

え、3及び5kg詰パン用ミックスが売れた。都

市間輸送用のトラックの確保が大変だった。政

府はすぐに小麦輸入を手配し、南部で収穫が始

まったので、原料を一応確保できたが、需要増

に対応できる量の確保に苦労した。ジャストイ

ンタイム方式を採用していたので、供給チェー

ンに負担がかかり、備蓄の必要性を痛感した。

伝統的な小麦粉輸出国が自国用に備蓄する動き

が出て、新しい市場に輸出できたのは幸いだっ

た。� （WG・・38-5／20）

インド　　（1） 平焼きパンは種類

が多い。製粉会社は酵素中心の小

麦粉改良剤で製パン性を改良。

スパイスが効いたカレーライスと平焼きパン

の組合せはインド独特のもの。地方ごとに料理

に特徴があり、パンにも差がある。①全粒粉（ア

タ）又は白小麦粉（マイダ）、②発酵の有無、③
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イースト発酵又はベーキングパウダーか重炭酸

ナトリウム使用、④タンドール又はタワーパン

で焼くかカライ（中華なべに似ている）で揚げ

る、⑤詰め物をするか、巻くか、折り畳むかで、

差が出る。キビ、米、豆やレンズマメで作るも

のもあるが、ほとんどは小麦粉を使う。南部で

は白い小麦粉（マイダ又はオールパーパス粉と

呼ぶ）が、北部ではチャキ製粉所の石臼挽き全

粒粉（アタ）が好まれる。チャパティとナンはど

こでも食べられているが、配合と焼き方はさま

ざま。チャパティは粉、塩、水で作るが、ナン

はその他にヨーグルトと液状バター（ギー）を配

合することが多く、熱した粘土又はレンガのタ

ンドールで焼く。小麦は小規模な農家が生産し、

土壌と気候条件に差があるので、品質のばらつ

きが大きい。Madhya�PradeshやGujarat州な

どの西部と中央部では平焼きパンに適した小麦

が多く生産され、Himacha l� Pradeshや

Uttarakhand州などの北部産は油揚げものに向

くものが多い。酵素含量が低い小麦が多いので、

製粉会社は酵素中心の粉改良剤を添加［表15］。

� （WG・38-3／20）

（2） 低所得家庭向けに安い価格で配給する小麦

と米を増量。

4月2日政府発表。小麦は2インドルピー／kg

（26米ドル／t）、米は3インドルピー／kg（39.5

米ドル／t）で配給しているが、今後3か月間は

配給量を40％増やして7kg／人にする。

� （IGC-GMR・509／20）

インドネシア　　PT IM Bogasari

製粉のジャカルタ工場の拡張が完

了。

15（A〜O）ライン中のH,I及びJラインの日産

800tから1,200tへの拡張が完了し、同工場の能

力は日産11,650t、年産400万t超に。食品安全、

保守、自動化、省エネを志向した工場で、ステ

ンレススチール製などOcrim社（イタリア）の機

械、装置を採用。

� （World-Grain.com・4／29／20）

ウクライナ　　製粉及び製パン業

界団体は政府に小麦輸出抑制を要

望。

新型コロナウイルスの世界的流行で小麦価格

が上昇しており、パン価格上昇を抑制するため。

2019/20年度の小麦輸出は2月25日時点で1,640

万tに達しており、輸出業者は本年度の輸出量

を2,020万tに抑えるという。

� （World-Grain.com・3／31／20）

エジプト　　小麦の輸出抑制の動

きに備えた戦略的備蓄増強のた

め、買付方法変更を検討中。

コロナウイルス世界的流行で食料供給が不安

定になる恐れがあり、備蓄（現在4か月分）を増

やすため、供給業者に本船渡しでなく「経費＋

運賃」を含む価格を提示させることを検討中。

� （World-Grain.com・4／6／20）

オーストラリア　　Manildraグル

ープがManildra工場の小袋生産能

力を増強。

家族経営で農業関連事業を展開。製粉4工場

の1つManildra工場（ニューサウスウェールズ

州中西部）は家庭用と業務用の小麦粉を製造し

ており、1kg詰の年産能力を2020年7月までに

5,000万袋にする。

� （World-Grain.com・4／27／20）
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オランダ　　Louis Dreyfus社の

2019年度は減収減益。

売上高は前年度比6.7％減の336

億ドル、純利益は38％減の2.28億ドル。アフリ

カの豚熱病、地政学的不安定、市場での供給過

剰、アメリカと中国の貿易緊張が原因という。

� （World-Grain.com・3／23／20）

カザフスタン　　（1） 最近導入し

た小麦、 小麦粉の輸出割当を6月

1日から廃止。

5月13日政府発表。� （IGC-GMR・510／20）

（2） 新型コロナウイルス禍による小麦粉輸出規

制が製粉会社の経営悪化に追い打ち。

トルコ（年に約500万t）に次ぐ小麦粉の大量輸

出国だが、輸出量が2017/18年度の333万tから

2019/20年度は200万に減少。この10年間に近隣

諸国の製粉能力が増したことと輸送コスト増が

減少の主因で、これにより操業中の製粉工場数

が2018年の350から2019年には260に減少した

が、輸出規制がさらに経営に悪影響。

� （WG・38-6／20）

韓国　　製粉協会加盟会社は7社

で、小麦挽砕量はほぼ安定。

韓国製粉協会によると、2017/�

18年度の小麦挽砕量は218.6万t。2019/20年度

の小麦輸入量は410万tで、うち260万tが製粉用

と予想される。2018/19年度の国別輸入比率は

アメリカ51％、オーストラリア41％、カナダ8％。

IGCによると、2019/20年度の小麦粉輸入量（小

麦換算）は2.5万t。製粉協会ホームページ記載

の会社はDaehan製粉、Sajo�Dongawon社、

Daesun製粉、Samyang社、CJ�CheilJedang社、

Samhwa�Powder社、Hantop社。

� （WG・38-4／20）

キルギス　　小麦、小麦粉の輸出

を9月22日まで禁止。

3月31日政府発表。 加えて、

2025年1月1日まで、輸入する小麦粉と加工用穀

物の付加価値税を免除する。

� （IGC-GMR・509／20）

ソマリア　　National製粉の新製

粉工場が稼働。

Berbera港に。 挽砕能力は1日

300t、年に11万t。主に国内向けパン用粉を製造。

Alapala社（トルコ）が建設した全自動化工場。

� （World-Grain.com・5／12／20）

中国　　（1） 飼料用需要増とコロ

ナウイルス世界的流行に対応する

ため穀物政策を変更。

アメリカ農務省情報。トウモロコシ作付面積

減の中止、米は二毛作に戻る、小麦作付面積の

安定化、全般的な休閑面積の減少などを行う。

豚と家禽の備蓄量を増加中なので、2020/21年

度の飼料用穀物需要は前年度比4％増の2.13億t

と予想。トウモロコシ生産量はツマジロクサヨ

トウ（Fall�Armyworm）発生への懸念から4％減

の2.5億t、消費量は1,100万t増の2.8億t。小麦生

産量は作付面積増により微増の1.35億t、消費

量は微減の1.25億tと予想。

� （World-Grain.com・4／13／20）

（2） 新型コロナウイルス流行による外出禁止で

製粉会社の製造が一時止まったが、政府の支援

で比較的早期に復旧。

外出禁止令は春節（1月24〜30日）の初日に発

令された。通常、ほとんどの製粉工場は春節を
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挟んで1〜2週間休転するので従業員の多くは帰

郷していたが、外出禁止によって戻れなくなり、

生産再開が非常に難しくなった。しかし、中央

及び地方政府の支援と調整によって、湖北省以

外では早期に生産を再開できた。政府情報では、

3週間後の2月16日までに主要穀物加工会社37社

中36社が製造を回復し、全体では63.4％に相当

する3,415社が製造を再開した。3月初めまでに

穀物加工会社の製造はほぼ100％回復し、1日の

加工能力が製粉は42.8万t、精米は43.3万tに戻

った。作業員確保と輸送が最大の関心事で、当

初、原料不足と製品輸送難が起こり、運転時間

が通常の10〜30％と短かったが、3月末の外出

禁止解除で徐々に通常に戻った。従業員と顧客

の安全確保のため、不急の出張を止め、来客を

制限した。テレワークを採用した事務員もいた。

地方政府は「緊急産業従業員旅行許可証」を発行

して、従業員が工場に戻るのを支援した。一部

の会社は社用車で従業員を送迎し、ホテルや寮

を用意して家族からの感染を防いだ。作業域は

2時間ごとに消毒し、全従業員がマスクを着用

し、密集を避け、ソーシャルディスタンスを保

ち、1日に2回体温を測定し、石鹸で手を洗い、

手用の消毒液を頻繁に使うよう指示された。製

品を運ぶ運転手は工場従業員が積載中は車を降

りないよう指示された。原料供給不足に対応し、

国の穀物備蓄グループが備蓄穀物を不足地区に

迅速に供給した。輸送は大きな影響を受け、作

業再開が困難で人件費が上昇したが、その中で

穀物製品は緊急物資に位置付けられ、比較的早

期に問題が解決の方向に向かい、影響を減らす

ことができた。小麦粉価格は一時的に少し上昇

したが、やがて安定した。政府の供給への努力

と自給自足できているので外国の影響を受けな

かったことが幸いした。5kg詰製品が品薄にな

り、 価格も1袋当たり0.43米ドル上昇したが、

マスク需要の急増で不織布製の袋の価格が上昇

したためだった。消費パターンが大きく変わり、

家庭でめんとまんとうなどに使う5kg詰などの

小袋の販売は50〜200％増えたが、大袋のパン、

ケーキ、クラッカー用粉の消費は一時的に50％

以上減った。� （WG・38-5／20）

（3） 最大手製粉会社Wudeliグループも新型コ

ロナウイルス流行の影響を受けた。

早期の対策で15工場、5,000人の従業員を会

社施設に宿泊させたので当初の感染者は皆無だ

ったが、トラック輸送の制約などで2月の小麦

粉出荷量は減った。2週間の春節休暇で帰郷し

た従業員の一部は帰社できなくなり、生産に影

響が出た。レストラン閉鎖で25kg詰製品の需

要が大幅に減少したが、3月後半に出荷が回復

しだし、製造も能力の75％にまで回復。家に留

まる家族がめん、ダンプリング、まんとうなど

を日常的に作ったので5kgと10kg詰製品の販売

が伸びたが、包装能力の関係で需要に十分応え

られなかった。イーストも多くの店から消えた。

� （WG・38-4／20）

パキスタン　　Punjab州の製粉

会社が州政府による在庫小麦押収

に抗議してストライキ。

5月半ば、州内の多くの製粉会社が不法に小

麦を備蓄しているとして一斉検挙が行われ、数

千tの小麦が押収された。当局は、世界的コロ

ナウイルス流行による食料不足と価格上昇に備

えての買いだめに対して厳しく取り締まったと

主張。製粉会社は、公開市場での小麦購入が制

限されているため、通常3日分の小麦在庫が1〜

2日分に減り、原料不足になっているという。

� （World-Grain.com・5／18／20）
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フィジー　　製粉2社が国内と南

太平洋市場で激しい競争。

3地域に分けられる南太平洋の

島々のうち、メラネシアに位置するフィジー共

和国の人口（約90万人）はこの地域最大である。

原住民（57％）はタロ、ヤム、パンノキの実など

の伝統食を食べ、19世紀にイギリスの植民地化

政策で入った労働者の子孫のインド・フィジー

人（37％）は米と小麦粉が主食。年に米を約4万t、

小麦をオーストラリアから20万t輸入（小麦輸入

量は10年間で約1/3増えた）。FMF�Foods社が

最古で最大の製粉会社で、首都Suvaの港の近

くに工場がある。3年前にアタ粉の製造を始め

た。2017年にSuva郊外にビスケット工場をオ

ープンし、朝食用クラッカーを製造。第2位は

Punjasグループで、比較的新しい。製粉工場は

島の東側のLautokaにあり、グループはその他

に多種類の食品や家庭用品も製造、販売してい

る。この2社の競争は激しい。�（WG・38-6／20）

フランス　　Souffletグループが

Corbeil工場に新ラインを増設。

パリ郊外にある古い工場の隣に

日産能力900tの新ラインを建設する。Omas社

のFlexy�Mill技術を採用し、顧客ニーズ対応の

特殊粉を製造可能にする。

� （World-Grain.com・4／22／20）

モロッコ　　製粉用小麦の関税

（35％）を12月31日まで停止。

5月6日政府発表。

� （IGC-GMR・510／20）

ヨーロッパ連合　　新型コロナウ

イルスの流行で小袋需要が急増し

製粉会社は対応に迫られた。

3月末、スーパーの棚から小麦粉、パスタな

どが消えたが、5月後半には並ぶようになった。

消費者による買いだめの結果だった。 通常、

1kg詰小袋は需要の3〜5％なので製粉会社は業

務用に重点を置いてきた。小袋需要が急増して

対応を迫られたが、包装設備の関係で対応でき

なかった。どの国も同じ状況だったので、輸入

もできなかった。手作りベーカリーを含む多く

の食品サービス業の閉鎖によって業務用小麦粉

の需要は減り、小麦粉全体の消費は落ちた。原

料や製品の配送も影響を受けたが、EU内の国

境に優先物資を運ぶ「グリーンライン」を設けた

ことで影響が軽減された。一時的に上がった小

麦価格も落ち着いた。次の流行に備えている。

� （World-Grain.com・5／21／20）

ロシア　　（1） 新型コロナウイル

スの世界的流行で食糧確保のため

7月1日まで小麦輸出を一時停止。

4月26日、4〜6月の小麦、トウモロコシ、大麦、

ライ麦の非関税輸出割当量700万tに達したの

で、新年度開始の7月1日までユーラシア経済同

盟国以外への輸出許可を出さない。

� （World-Grain.com・3／30，4／20／20）

（2） Makfa社が第3のデュラム製粉工場建設へ。

東ヨーロッパ最大のパスタメーカー。過去10

年間にRoschino工場（日産能力330t）とKurgan

工場（同360t）を建設した。今回、Chelyabinsk

に250t工場を建設することにし、5月にOcrim

社（イタリア）と契約。

（World-Grain.com・5／22／20）
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［表1］世界及び主要小麦輸出国の小麦需給 （百万t）
期初
在庫

生産
輸入
b）

供給計
消費 輸出

b）
期末
在庫食用 工業用 飼料用 計	a）

アルゼンチン（12月／11月）
2018/19推定 0.8 19.5 0.0 20.3 4.8 0.1 0.2 5.7 12.8 1.7
2019/20予測 1.7 19.8 0.0 21.5 5.2 0.1 0.3 6.3 13.7 1.5
2020/21予想 1.5 21.0 0.0 22.5 5.2 0.1 0.3 6.3 14.5 1.7

オーストラリア（10月／9月）
2018/19推定 5.3 17.3 0.3 22.9 2.2 0.4 5.7 9.0 9.0 4.9
2019/20予測 4.9 15.2 0.7 20.7 2.2 0.4 5.0 8.4 8.6 3.7
2020/21予想 3.7 24.0 0.4 28.1 2.3 0.5 4.0 7.6 14.0 6.5

カナダ（8月／7月）
2018/19推定 6.7 32.2 0.1 39.0 2.5 1.0 4.2 8.7 24.3 6.0
2019/20予測 6.0 32.3 0.2 38.6 2.5 1.0 5.3 9.9 22.8 5.9
2020/21予想 5.9 34.0 0.1 40.0 2.5 1.0 4.5 9.3 23.9 6.9

EU（7月／6月）　c）
2018/19推定 20.2 137.7 6.3 164.2 54.9 11.3 52.8 126.6 23.6 14.0
2019/20予測 14.0 155.0 4.7 173.6 54.0 10.5 50.8 122.0 35.6 16.0
2020/21予想 13.8 131.7 6.1 151.5 47.5 10.6 43.9 109.0 28.5 14.0

カザフスタン（7月／6月）
2018/19推定 2.9 13.9 0.1 16.9 2.3 0.0 1.9 6.4 8.7 1.8
2019/20予測 1.8 11.5 0.5 13.8 2.3 0.0 2.0 6.3 5.9 1.6
2020/21予想 1.6 12.9 0.1 14.6 2.3 0.0 1.5 5.8 7.5 1.3

ロシア（7月／6月）
2018/19推定 15.6 71.7 0.4 87.7 13.8 1.9 18.0 42.0 35.7 10.0
2019/20予測 10.0 73.6 0.3 83.9 13.6 1.7 18.0 41.3 32.6 10.0
2020/21予想 10.0 79.0 0.3 89.3 13.7 1.6 18.2 41.2 36.1 12.0

ウクライナ（7月／6月）
2018/19推定 1.6 25.1 0.2 26.8 5.2 0.2 2.5 9.3 16.0 1.5
2019/20予測 1.5 29.2 0.1 30.8 5.3 0.2 2.4 9.3 20.2 1.2
2020/21予想 1.2 26.5 0.1 27.8 5.3 0.2 2.4 9.3 17.5 1.0

アメリカ（6月／5月）
2018/19推定 29.9 51.3 3.7 84.9 25.6 0.5 2.4 30.0 25.5 29.4
2019/20予測 29.4 52.3 2.9 84.5 25.4 0.4 3.7 31.5 26.4 26.6
2020/21予想 26.6 50.4 3.8 80.8 25.4 0.4 2.7 30.3 25.9 24.5

主要8輸出国計　d）
2018/19推定 82.9 368.6 11.1 462.6 111.3 15.3 87.8 237.8 155.6 69.3
2019/20予測 69.3 388.7 9.4 467.4 110.6 14.2 87.5 235.1 165.9 66.5
2020/21予想 64.2 379.5 10.8 454.5 104.2 14.3 77.5 218.8 168.0 67.8

中　国（7月／6月）
2018/19推定 115.4 131.4 3.3 250.1 94.0 4.0 20.0 127.5 1.2 121.4
2019/20予測 121.4 133.6 4.2 259.2 94.0 4.1 20.5 128.9 1.2 129.0
2020/21予想 129.0 134.0 4.2 267.2 95.0 4.1 21.0 130.9 1.2 135.1

インド（4月／3月）
2018/19推定 13.0 99.7 0.0 112.7 86.2 0.2 3.6 95.2 0.5 17.0
2019/20予測 17.0 103.6 0.4 121.0 86.2 0.2 4.0 96.4 0.3 24.3
2020/21予想 24.3 107.0 0.1 131.4 89.5 0.2 5.0 101.9 1.0 28.5

世界計
2018/19推定 268.6 731.4 168.6 1,000.0 517.4 23.1 140.1 739.5 168.6 260.5
2019/20予測 260.5 761.8 177.9 1,022.3 522.4 22.0 143.7 747.9 177.9 274.4
2020/21予想 274.4 766.1 178.0 1,040.6 529.3 21.9 137.4 750.3 178.0 290.3

世界計（中国を除く）
2018/19推定 153.3 599.9 165.3 754.3 423.3 19.1 120.1 612.0 167.4 139.1
2019/20予測 139.1 628.2 173.7 768.5 428.4 17.9 123.2 619.0 176.7 145.4
2020/21予想 145.4 632.1 173.8 778.7 434.3 17.8 116.4 619.4 176.8 155.2

a）種子用および廃棄分を含む、b）製粉製品の推定輸出入量を含む、c）EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国、
d）IGC	7月／6月データ　（2020年5月28日現在）	 （IGC）
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［表2］世界の小麦生産量 （百万t）	
地区・国名 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

EU＊

ブルガリア 6.1 5.8 6.1 5.9
チェコ 4.7 4.4 4.8 5.1
デンマーク 4.8 2.6 4.7 4.4
フランス 38.7 35.8 41.1 34.1
ドイツ 24.5 20.3 23.0 22.4
ハンガリー 5.2 5.2 5.3 5.3
ギリシャ 1.0 1.0 1.1 1.1
イタリア 6.9 6.9 6.5 7.4
ポーランド 11.6 9.7 10.8 11.6
ルーマニア 10.0 10.1 9.9 7.8
スロバキア 1.8 2.1 1.9 2.0
スペイン 4.8 8.0 5.8 6.7
スウェーデン 3.3 1.6 3.4 3.0
その他 28.2 24.2 30.5 14.8

計 151.4 137.7 155.0 131.7
セルビア 2.3 2.9 2.5 2.7
イギリス （14.8） （13.6） （16.3） 10.0
その他 1.7 1.5 1.8 1.8

計 155.3 142.1 159.3 146.1

CIS

カザフスタン 14.8 13.9 11.5 12.9
ロシア 85.1 71.7 73.6 79.0
ウクライナ 27.0 25.1 29.2 26.5
その他 14.5 13.3 15.9 15.7

計 141.4 124.0 130.1 134.1

北
中
米

カナダ 30.4 32.2 32.3 34.0
メキシコ 3.5 2.9 3.3 2.8
アメリカ 47.4 51.3 52.3 50.4
その他 ー T T T

計 81.3 86.4 87.9 87.2

南
　
米

アルゼンチン 18.5 19.5 19.8 21.0
ブラジル 4.3 5.4 5.2 5.5
チ　リ 1.5 1.4 1.3 1.3
ウルグアイ 0.4 0.7 0.8 0.8
その他 1.4 1.8 1.6 1.6

計 26.1 28.8 28.5 30.2

近
東
ア
ジ
ア

イラン 14.0 14.5 14.5 14.5
イラク 3.4 3.0 4.8 5.4
サウジアラビア ー 0.5 0.7 0.7
シリア 1.8 1.2 2.8 2.6
トルコ 21.5 20.0 19.0 19.5
その他 0.4 0.4 0.4 0.4

計 41.1 39.6 42.2 43.1

極
東
ア
ジ
ア

太
平
洋

ア
ジ
ア

中　国 134.3 131.4 133.6 134.0
その他 1.3 1.4 1.6 1.5

計 135.7 132.8 135.2 135.5

南
ア
ジ
ア

アフガニスタン 4.3 3.6 5.1 5.1
インド 98.5 99.7 103.6 107.0
パキスタン 26.6 25.1 25.2 25.0
その他 3.2 2.9 3.2 3.1

計 132.6 131.3 137.1 140.3
計 268.3 264.1 272.2 275.8
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地区・国名 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）

ア
フ
リ
カ

北
ア
フ
リ
カ

アルジェリア 2.4 3.9 4.0 3.8
エジプト 8.6 8.6 8.8 8.9
リビア 0.2 0.2 0.1 0.1
モロッコ 7.1 7.3 4.0 3.0
チュニジア 1.1 1.1 1.5 1.2

計 19.4 21.0 18.3 17.0
サ
ハ
ラ
以
南

エチオピア 4.8 4.2 4.6 4.8
南アフリカ 1.5 1.9 1.5 1.8
その他 1.3 1.6 1.5 1.4

計 7.6 7.7 7.6 8.1
計 27.0 28.7 26.0 25.1

オセア
ニア

オーストラリア 20.9 17.3 15.2 24.0
計 21.4 17.7 15.6 24.5

世界計 761.7 731.4 761.8 766.1
（2020年5月28日現在）　Tは5万t以下、EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国 （IGC）

［表3］世界の小麦貿易量 （百万t）
輸 入 国 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）

ヨーロッパ

アルバニア 0.3 0.3 0.3 0.3
EU＊ 6.2 6.1 4.4 5.7
ノルウェー 0.3 0.4 0.4 0.4
スイス 0.6 0.5 0.5 0.6
その他 0.7 0.7 0.8 3.8

計 8.2 8.0 6.4 10.7

CIS

アゼルバイジャン 1.3 1.1 1.3 1.3
ジョージア 0.6 0.5 0.6 0.6
ロシア 0.2 0.3 0.3 0.3
タジキスタン 1.1 1.2 1.1 1.1
ウズベキスタン 3.1 2.8 2.6 2.8
その他 0.9 1.4 1.5 1.0

計 7.3 7.3 7.3 7.1

北中米

キューバ 0.8 0.7 0.7 0.8
メキシコ 5.2 4.9 5.2 5.4
アメリカ 3.8 3.0 2.5 3.6
その他 3.4 3.5 4.0 3.7

計 13.1 12.1 12.4 13.5

南　米

ボリビア 0.5 0.5 0.5 0.5
ブラジル 7.0 7.2 7.2 7.3
チ　リ 1.4 1.2 1.3 1.4
コロンビア 1.9 1.6 2.0 2.1
エクワドル 1.0 1.2 1.2 1.1
ペルー 2.0 2.2 2.1 2.1
ベネズエラ 1.4 0.7 0.8 1.0
その他 0.1 0.3 0.2 0.2

計 15.4 14.9 15.3 15.5

近東アジア

イラン 0.2 0.2 0.7 0.3
イラク 4.0 3.8 2.6 2.7
イスラエル 1.9 1.6 1.8 1.7
ヨルダン 1.0 0.8 1.1 1.1
クウェート 0.5 0.6 0.5 0.5
レバノン 1.6 1.5 1.6 1.5
サウジアラビア 3.6 3.1 3.3 3.1
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輸 入 国 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）

近東アジア

シリア 0.6 0.7 0.6 0.4
トルコ 6.2 6.7 10.8 7.1
UAE 1.9 1.4 1.7 1.9
イエメン 3.1 3.7 3.7 3.4
その他 1.1 1.4 1.2 1.1

計 25.7 25.4 29.4 24.6

極
東
ア
ジ
ア

太
平
洋
ア
ジ
ア

中　国 3.7 3.2 4.0 4.0
インドネシア 10.8 10.8 10.9 11.1
日　本 5.7 5.5 5.8 5.8
北朝鮮 0.3 0.3 0.3 0.3
韓　国 4.0 3.8 4.1 3.8
マレーシア 1.5 1.5 1.6 1.7
フィリピン 6.1 7.6 7.3 6.8
シンガポール 0.4 0.4 0.4 0.4
台　湾 1.3 1.3 1.4 1.4
タ　イ 3.3 2.9 3.2 3.0
ベトナム 4.6 2.9 3.4 3.4
その他 1.2 1.2 1.0 1.0

計 43.0 41.4 43.4 42.6

極
東
ア
ジ
ア

南
ア
ジ
ア

バングラデシュ 6.5 5.0 6.8 6.6
インド 0.8 T 0.1 0.1
パキスタン T T 0.2 T
スリランカ 1.1 0.7 0.9 0.9
その他 3.1 3.5 3.2 3.2

計 11.6 9.1 11.1 10.8
計 54.6 50.5 54.5 53.4

ア
フ
リ
カ

北
ア
フ
リ
カ

アルジェリア 8.1 7.8 6.7 7.4
エジプト 12.4 12.4 13.0 12.5
リビア 1.2 1.5 1.5 1.4
モロッコ 3.7 4.2 4.8 5.4
チュニジア 1.9 1.8 1.6 2.0

計 27.4 27.7 27.6 28.8

サ
ハ
ラ
以
南

コートジボワール 0.7 0.7 0.7 0.7
エチオピア 1.0 0.8 1.6 1.0
ケニア 2.2 1.8 2.2 2.1
ナイジェリア 5.2 4.7 5.1 5.2
南アフリカ 2.3 1.7 2.0 1.9
スーダン 2.6 2.2 2.5 2.6
その他 10.6 9.5 10.5 10.7

計 24.5 21.3 24.5 24.2
計 51.9 49.0 52.1 53.0

オセアニア
ニュージーランド 0.6 0.5 0.5 0.5
その他 0.7 0.8 1.3 0.7

計 1.3 1.4 1.8 1.2
世 界 計 176.4 168.6 177.9 178.0

輸 出 国 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）
アルゼンチン 14.2 13.5 13.8 14.3
オーストラリア 15.6 9.8 8.7 12.0
カナダ 21.7 23.9 23.1 24.1
ＥU＊ 22.4 22.3 34.2 27.0
カザフスタン 8.4 8.7 5.9 7.5
ロシア 41.1 35.5 32.5 36.0

製粉振興 2020. 7 48



輸 出 国 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）
ウクライナ 17.7 16.0 20.2 17.5
アメリカ 22.8 25.9 26.6 25.8
ブラジル 0.2 0.6 0.5 0.7
中　国 0.4 0.4 0.4 0.4
インド 0.4 0.5 0.4 0.7
パキスタン 1.8 1.4 0.4 0.4
メキシコ 1.1 0.5 1.0 0.9
トルコ 4.9 4.8 5.3 5.6
その他 3.8 4.8 4.9 5.1

世 界 計 176.4 168.6 177.9 178.0
年度は7月～6月、Tは5万t以下、EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国
（2020年5月28日現在）	 （IGC）

［表4］デュラム小麦主要輸出国での需給 （百万t）

国 年　度 期初
在庫 生産 輸入 供給計

消　費
輸出a） 期末

在庫食用 飼料用 計

カナダ
（8月/7月）

2018/19推定 1.4 5.7 0.3 7.2 0.5b） 0.5c） 1.2 4.5 1.8
2019/20予測 1.8 5.0 0.4 6.8 0.6b） 0.7c） 1.6 4.8 0.9
2020/21予想 0.9 5.9 0.4 6.8 0.6b） 0.4c） 1.1 5.0 1.0

EU＊
（7月/6月）

2018/19推定 2.4 8.7 1.6 12.6 7.3 0.6 8.5 2.2 2.0
2019/20予測 2.0 7.5 2.3 11.8 7.1 0.2 7.8 2.4 1.6
2020/21予想 1.6 7.5 2.5 11.6 7.1 0.1 7.8 2.5 1.4

メキシコ
（7月/6月）

2018/19推定 0.2 1.6 T 1.8 0.8 0.1 1.0 0.6 0.3
2019/20予測 0.3 1.7 T 2.0 0.5 0.2 0.8 1.0 0.3
2020/21予想 0.3 1.6 T 1.9 0.6 0.2 0.9 0.9 0.3

アメリカ
（6月/5月）

2018/19推定 1.0 2.1 1.4 4.5 2.2 0.1 2.4 0.6 1.5
2019/20予測 1.5 1.5 1.1 4.1 2.2 0.1 2.5 0.9 0.7
2020/21予想 0.7 1.4 1.2 3.3 2.2 0.1 2.4 0.5 0.4

4大輸出国
計

2018/19推定 5.0 18.1 3.3 26.1 10.8 1.2 13.1 7.8 5.6
2019/20予測 5.6 15.7 3.8 24.7 10.5 1.0 12.6 9.0 3.4
2020/21予想 3.4 16.4 4.0 23.5 10.4 0.7 12.1 8.8 3.0

世界計
2018/19推定 9.0 37.0 7.9 46.0 32.3 1.8 36.3 7.9 9.7
2019/20予測 9.7 33.6 8.8 43.3 32.4 1.4 35.6 8.8 7.7
2020/21予想 7.7 34.1 8.7 41.8 32.4 1.0 35.2 8.7 6.5

注　a）セモリナを含む、b）工業用を含む、c）廃棄分ときょう雑物を含む
（2020年5月28日現在）　Tは5万t以下、EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国　	 （IGC）

製粉振興 2020. 749



［表5］世界のデュラム小麦生産量 （百万t）

国 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）
EU＊ 8.7 8.7 7.5 7.5
　フランス 2.1 1.8 1.5 1.3
　ギリシャ 0.7 0.7 0.8 0.7
　イタリア 4.2 4.1 3.8 4.1
　スペイン 1.1 1.3 0.7 0.8
カザフスタン 0.8 0.9 0.7 0.8
カナダ 5.0 5.7 5.0 5.9
メキシコ 2.1 1.6 1.7 1.6
アメリカ 1.5 2.1 1.5 1.4
アルゼンチン 0.2 0.2 0.2 0.2
シリア 0.9 0.6 0.8 0.8
トルコ 3.8 3.5 3.2 3.6
インド 1.1 1.2 1.5 1.5
アルジェリア 2.0 3.2 3.2 3.0
リビア 0.1 0.1 0.1 0.1
モロッコ 2.2 2.4 1.3 0.9
チュニジア 0.9 1.0 1.2 0.9
オーストラリア 0.5 0.3 0.3 0.5
その他 5.5 5.6 5.4 5.4
世界計 35.2 37.0 33.6 34.1

（2020年5月28日現在）　EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国	 （IGC）

［表6］世界のデュラム小麦（セモリナを含む）貿易量 （千t）

国 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）

輸

入

EU＊ 1,331 1,319 2,000 2,100
グアテマラ 78 60 70 70
アメリカ 985 892 650 800
ペルー 140 168 150 150
ベネズエラ 514 195 200 200
トルコ 475 551 1,900 800
日本 189 196 200 250
アルジェリア 1,445 1,475 800 1,250
モロッコ 863 850 750 1,200
チュニジア 660 668 500 550
コートジボワール 84 98 90 90
ナイジェリア 84 67 130 90
その他／不詳 1,500 1,345 1,353 1,195

世界計 8,348 7,885 8,793 8,745
（うち、セモリナ） 474 470 470 470

輸

出

オーストラリア 233 26 5 50
カナダ 4,001 4,808 4,900 5,100
EU＊ 1,099 908 1,050 1,000
（うち、セモリナ） 200 200 200 200
カザフスタン 714 540 500 500
メキシコ 1,035 484 900 780
トルコ 135 167 230 250
アメリカ 466 519 800 650

（2020年5月28日現在）　EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国	 （IGC）
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［表7］世界の工業用穀物用途別消費量 （百万t）

17/18 18/19
（推定）

19/20
（予測）

20/21
（予想）

前年度比
％

用
　
途
　
別

エタノール 190.7 189.8 178.8 192.4 7.6
（うち、バイオ燃料） （173.4） （171.0） （159.3） （170.6） 7.1
澱　粉 137.9 139.7 139.0 141.1 1.5
ビール醸造 36.8 36.1 35.9 36.5 1.6
その他・不詳 0.6 0.7 0.8 0.4 －50.0

世界の工業用穀物消費量計 366.0 366.3 354.5 370.4 4.5

国
　
　
　
別

アメリカ 178.0 172.3 160.1 169.9 6.1
中　国 87.3 90.8 92.5 96.6 4.3
EU＊ 37.2 37.3 35.9 35.9 －0.1
ブラジル 7.4 9.5 8.9 9.8 10.1
カナダ 6.2 6.5 6.3 6.3 0.8
メキシコ 4.8 4.9 5.0 4.9 －2.2
ロシア 5.1 4.9 4.7 4.7 0.2
日　本 4.6 4.4 4.4 4.5 1.1
アルゼンチン 2.9 3.0 3.3 3.5 6.0

（2020年5月28日現在）　EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国	 （IGC）

［表8］世界のバイオ燃料用穀物消費量 （百万t）

国　名 穀物の種類 17/18 18/19
（推定）

19/20
（予測）

20/21
（予想）

前年度比
％

アメリカ
トウモロコシ 142.4 136.6 125.7 135.9 8.1
モロコシ 1.1 2.1 1.6 1.1 －31.3

計 143.7 138.9 127.5 137.2 7.6

EU＊
トウモロコシ 6.2 6.5 6.0 6.3 5.0
小　麦 4.4 3.6 3.0 3.0 0.0

計 12.1 11.5 10.4 10.6 1.9

中　国
トウモロコシ 7.0 7.5 8.5 8.5 0.0

計 8.5 9.1 10.1 10.1 0.0

カナダ
トウモロコシ 3.2 3.4 3.4 3.4 0.0

計 4.1 4.4 4.3 4.3 0.0

アルゼンチン
トウモロコシ 1.6 1.8 2.0 2.2 7.5

計 1.6 1.8 2.0 2.2 7.5

ブラジル
トウモロコシ 1.8 3.7 3.2 4.5 40.6

計 1.8 3.7 3.2 4.5 40.6
その他 1.6 1.8 1.8 1.8 －0.1

世　界

トウモロコシ 163.1 160.6 150.0 161.9 7.9
小　麦 7.1 6.4 5.8 5.8 －0.2
モロコシ 1.6 2.6 2.1 1.6 －24.4
ライ麦 0.8 0.7 0.7 0.7 0.1
大　麦 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0

計 173.4 171.0 159.3 170.6 7.1
（2020年5月28日現在）　EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国	 （IGC）
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［表9］世界の小麦粉貿易量（デュラム・セモリナを除く） （小麦換算,千t）

地域・国名 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）

輸

入

国

ヨーロッパ
EU＊ 106 44 40 90
その他 304 266 270 310

計 410 310 310 400

CIS

タジキスタン 73 85 120 100
ウズベキスタン 1,026 900 800 900
その他 360 405 380 340

計 1,460 1,390 1,300 1,340

北・中
アメリカ

カナダ 95 95 75 80
メキシコ 246 279 250 250
アメリカ 360 365 350 350
その他 309 181 165 180

計 1,010 920 840 860

南アメリカ

ボリビア 440 404 450 450
ブラジル 567 600 600 600
その他 203 136 270 190

計 1,210 1,140 1,320 1,240

近東アジア

イラク 2,827 2,221 1,900 2,000
シリア 500 557 450 395
イエメン 286 881 900 800
その他 617 521 600 505

計 4,230 4,180 3,690 3,690

極東アジア

アフガニスタン 2,617 2,517 2,200 2,500
中国 485 296 350 350
香港 363 333 300 320
インドネシア 54 65 70 75
北朝鮮 265 278 300 280
韓国 36 15 25 30
フィリピン 201 180 100 120
タイ 226 220 220 220
その他 693 606 615 605

計 4,940 4,510 4,180 4,500

アフリカ

北アフリカ 40 140 120 150

サ
ハ
ラ
以
南

アンゴラ 587 477 500 550
ソマリア 424 305 300 340
スーダン 32 18 20 20
その他 1,474 1,229 1,230 1,230
計 2,520 2,030 2,050 2,140

計 2,560 2,170 2,160 2,280
オセアニア 130 100 130 130
その他・不詳 950 880 700 640

世界計 16,900 15,600 14,800 15,100
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地域・国名 17/18 18/19（推定） 19/20（予測） 20/21（予想）

輸
　
出
　
国

アルゼンチン 1,003 876 900 875
カナダ 379 261 240 250
ＥU＊ 831 650 650 600
カザフスタン 3,334 2,691 2,000 2,500
ロシア 354 395 420 420
ウクライナ 599 421 550 500
アメリカ 346 370 400 400
中　国 387 385 400 400
インド 237 267 250 270
イラン 495 169 50 70
日　本 227 233 220 220
パキスタン 494 800 300 300
スリランカ 71 88 100 100
トルコ 4,995 4,928 5,300 5,050
アラブ首長国連邦 200 75 200 200
その他 2,950 2,991 2,820 2,945

（2020年4月30日現在）　EUは2019/20年度迄は28か国、2020/21年度は27か国	 （IGC）

［表10］アメリカ小麦の需給 （百万t）

年　　度 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
予測

作付面積（百万ha） 20.28 18.64 19.35 18.28 18.07
収穫面積（百万ha） 17.75 15.20 16.03 15.04 15.24
単収（t／ha） 3.54 3.12 3.20 3.48 3.35

供
　
　
給

期初在庫 26.56 32.14 29.91 29.39 26.75

生
　
　
産

HRW 29.45 20.41 18.02 22.68 20.53
HRS 13.36 10.45 15.98 14.19 15.35
SRW 9.39 7.97 7.77 6.51 8.07
White 7.78 7.05 7.41 7.42 6.39
Durum 2.83 1.50 2.12 1.46 1.29

計 62.84 47.38 51.31 52.26 51.09
輸　入 3.21 4.30 3.67 2.83 3.81

計 92.59 83.82 84.89 84.50 81.65

需
　
　
要

国
内
消
費

食　用 25.83 26.24 25.99 26.18 26.24
種子用 1.66 1.71 1.61 1.63 1.66
飼料用、他 4.38 1.28 2.45 3.67 2.72

計 31.87 29.26 30.02 31.49 30.62
輸　出 28.60 24.66 25.47 26.26 25.85

計 60.47 53.91 55.49 57.75 56.47
期末在庫 32.14 29.91 29.39 26.75 25.17
平均農家価格（ドル／bu） 3.89 4.72 5.16 4.60 4.60
（2020年6月12日現在）	 （USDA）
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［表11］アメリカの小麦銘柄別需給 （百万t）

銘　柄 HRW HRS SRW White Durum 小麦計

年　度 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20

供
　
給

期初在庫 15.81 14.04 5.20 7.16 5.58 4.30 2.37 2.39 0.95 1.50 29.91 29.39

生　産 18.02 22.67 15.98 14.21 7.78 6.50 7.40 7.40 2.12 1.47 51.30 52.25

計＊ 33.96 36.80 23.02 22.78 13.47 10.91 9.93 9.96 4.49 4.06 84.89 84.50

需
　
要

国
内
消
費

食用 10.45 10.40 6.94 7.21 4.11 4.03 2.31 2.31 2.18 2.23 25.99 26.18

飼料用、他 －0.22 1.77 1.42 1.01 1.31 0.82 －0.27 ー 0.16 0.08 2.45 3.67

計 10.91 12.85 8.82 8.65 5.69 5.14 2.20 2.45 2.39 2.39 30.02 31.49

輸　出 9.01 10.07 7.05 7.38 3.48 2.53 5.33 5.14 0.60 1.14 25.47 26.26

計 19.92 22.92 15.87 16.03 9.17 7.67 7.54 7.59 2.99 3.54 55.49 57.75

期末在庫 14.04 13.88 7.16 6.75 4.30 3.24 2.39 2.37 1.50 0.52 29.39 26.75
（2020年6月12日現在）　＊輸入を含む	 （USDA）

［表12］アメリカ小麦の長期需給見通し （百万t）

年 度 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30

作付面積（百万ha） 19.34 18.29 18.21 18.41 18.82 18.82 18.82 18.82 18.62 18.62 18.41 18.41

収穫面積（百万ha） 16.03 15.42 15.42 15.58 15.90 15.90 15.90 15.90 15.74 15.74 15.58 15.58

単収（t／ha） 3.20 3.47 3.24 3.27 3.30 3.32 3.35 3.38 3.40 3.43 3.46 3.48

供
　
給

期初在庫 29.91 29.39 28.39 25.85 24.41 24.39 24.68 24.66 25.01 24.74 24.85 24.74

生　産 51.30 53.40 49.97 50.92 52.42 52.83 53.26 53.70 53.56 54.00 53.86 54.27

輸　入 3.67 3.27 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

計 84.89 86.03 82.16 80.59 80.64 81.02 81.76 82.16 82.38 82.54 82.52 82.82

需
　
要

国
内
消
費

食　用 25.99 26.13 26.21 26.29 26.37 26.45 26.54 26.62 26.70 26.78 26.86 26.94

種子用 1.52 1.85 1.66 1.71 1.71 1.71 1.71 1.69 1.69 1.66 1.66 1.66

飼料用、他 2.45 3.81 3.27 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 2.72 2.72 2.72 2.72

計 30.02 31.79 31.13 31.00 31.08 31.16 31.24 31.30 31.11 31.16 31.24 31.33

輸　出 25.47 25.85 25.17 24.41 24.39 24.68 25.85 25.85 26.54 26.54 26.54 27.90

計 55.49 57.64 56.31 56.17 56.25 56.34 57.10 57.15 57.64 57.70 57.78 57.86

期末在庫 29.39 28.39 25.85 24.41 24.39 24.68 24.66 25.01 24.74 24.85 24.74 24.96

在庫／需要比（％） 52.9 49.3 45.9 43.5 43.4 43.8 43.2 43.8 42.9 43.1 42.8 43.2

平均農家価格（ドル／bu） 5.16 4.70 4.80 4.90 5.00 5.00 5.05 5.10 5.10 5.15 5.15 5.15

（2020年2月14日現在）	 （USDA）
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［表13］アメリカの小麦粉需給	

暦年

供　給 需　要
総人口 1人当り

消費量小麦粉
生産＊

小麦粉・製品
輸入＊＊ 供給計 小麦粉

輸出
製品
輸出＊＊

小麦粉
国内消費

（千t） （千t） （千t） （千t） （千t） （千t） （百万人） （kg）
2019 19,154 713 19,868 266 115 19,487 328.6 59.3
2018 19,363 707 20,070 258 124 19,689 326.9 60.2
2017 19,341 673 20,015 282 126 19,607 325.1 60.3
2016 19,226 683 19,909 334 135 19,439 323.1 60.1
2015 19,274 669 19,943 289 162 19,492 323.0 60.3
2014 19,276 629 19,904 241 166 19,498 319.2 61.1
2013 19,258 557 19,815 239 170 19,405 316.8 61.2
2012 19,068 544 19,612 272 177 19,163 314.5 60.9
2011 18,677 531 19,207 286 164 18,757 312.2 60.1
2010 18,933 508 19,441 318 178 18,945 309.8 61.1
2009 18,809 468 19,277 268 242 18,766 307.2 61.1
2008 18,883 491 19,373 223 280 18,870 304.5 62.0
2007 18,998 522 19,521 304 294 18,922 301.7 62.7
2006 18,298 533 18,830 155 266 18,409 298.8 61.6
2005 17,916 511 18,427 170 215 18,042 296.0 61.0
2004 17,868 487 18,355 234 211 17,910 293.3 61.1
2003 17,972 506 18,478 262 179 18,037 290.6 62.1
2002 17,904 512 18,416 418 122 17,876 288.0 62.1
2001 18,349 459 18,809 477 77 18,255 285.2 64.0
2000 19,109 438 19,547 726 77 18,744 282.4 66.4
1999 18,687 422 19,109 966 73 18,068 279.3 65.3
注　＊　小麦粉、全粒粉、工業用粉、デュラムの粉とファリナの工業生産量
　　＊＊　マカロニ製品の輸出入量を小麦粉換算で示した（2020年6月12日現在）	 （USDA）
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［表14］アメリカのフレッシュパン売上高上位９社

順
位 会 社 名

売 上 高 販 売 個 数

ド ル 前年比（％） 個 数 前年比（％）

1 Grupo	Bimbo 2,382,227,494 －3.6 819,972,484 －4.8

2 Flowers	Foods	Inc. 2,131,988,899 3.9 699,695,041 1.0

3 Campbell	Soup	Co. 618,324,615 0.0 182,609,093 －0.5

4 Lewis	Bakeries,	Inc. 191,850,992 2.6 103,030,912 3.4

5 Aunt	Millie's	Bakeries,	Inc. 163,913,119 －6.6 81,954,970 －5.8

6 United	States	Bakery 156,085,617 5.1 52,731,026 5.1

7 Aryzta	L.L.C. 113,269,011 －5.1 35,275,224 －8.5

8 H&S	Bakery	Inc. 110,264,930 7.7 43,961,723 1.2

9 Pan	O-Gold	Baking	Co. 101,296,232 －0.6 36,681,808 －3.2

プライベートラベル 1,751,579,760 －2.8 1,085,234,970 －2.9

フレッシュパン　総合計 9,025,506,770 －0.8 3,540,784,778 －2.7
（スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、軍の施設などでの2020年2月23日までの52週間のデータ）
	 （Information	Resources,	Inc.）

［表15］インドとスリランカの伝統的な平焼きパン

名　　称 パンのタイプ 原　　料

Bhakri 無発酵平焼きパン モロコシ粉、水、油

Dosa/dosai 無発酵平焼きパン 米粉、ケツルアズキ、香料、水、塩

Chapati/phulka 無発酵平焼きパン 小麦全粒粉、塩、水

Tandoori	roti タンドールで焼く無発酵平焼きパン 小麦全粒粉、塩、水

Puri 油で揚げたパン 小麦全粒粉、塩、水

Naan タンドールで焼く平焼きパン 小麦粉、塩、ヨーグルト、水

Parotta 層があるクリーム色の平焼きパン 小麦粉、油、イースト、塩、砂糖、水

Kulcha クリーム色の平焼きパン 小麦粉、油、凝乳、イースト、塩、砂糖、
水

Bhatura 油で揚げたパン 小麦粉、油、ヨーグルト、ソーダ、イー
スト、塩、砂糖、水

	 （WG）

製粉振興 2020. 7 56



玄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麦

小
　
　
　
　
　
　
　
　
麦
　
　
　
　
　
　
　
　
粉

年
　
月

買
入
数
量

対
前
年
比

加
工
量

対
前
年
比

月
末
在
庫

対
前
年
比

生
産
量

対
前
年
比

販
売
量

対
前
年
比

月
末
在
庫

対
前
年
比

平
成
25
年
度

5,
45
1

87
.5

5,
94
3

10
0.
5

1,
07
7

68
.8

4,
69
4

10
0.
8

4,
69
8

10
0.
7

30
2

98
.6

平
成
26
年
度

6,
21
0

11
3.
9

5,
92
8

99
.8

1,
36
2

12
6.
4

4,
68
3

99
.8

4,
67
5

99
.5

31
0

10
2.
4

平
成
27
年
度

5,
83
8

94
.0

5,
95
9

10
0.
5

1,
24
2

91
.2

4,
70
2

10
0.
4

4,
69
8

10
0.
5

31
4

10
1.
4

平
成
28
年
度

5,
94
7

10
1.
9

5,
94
3

99
.7

1,
24
6

10
0.
3

4,
68
3

99
.6

4,
68
2

99
.7

31
5

10
0.
3

平
成
29
年
度

6,
15
7

10
3.
5

5,
95
0

10
0.
1

1,
45
2

11
6.
5

4,
70
3

10
0.
4

4,
71
1

10
0.
6

30
7

97
.4

平
成
30
年
度

5,
77
3

93
.8

5,
86
4

98
.5

1,
36
1

93
.7

4,
67
2

99
.3

4,
67
2

99
.2

30
7

10
0.
1

令
和
元
年
度

5,
73
2

99
.3

5,
84
0

99
.6

1,
25
3

92
.1

4,
62
3

99
.0

4,
62
6

99
.0

30
4

99
.1

31
.4

33
6

10
2.
4

50
7

98
.7

1,
19
0

94
.0

40
5

98
.8

41
6

10
3.
6

29
6

94
.0

元
.5

34
5

83
.6

47
6

97
.8

1,
05
9

88
.8

37
7

97
.2

37
2

95
.5

30
1

96
.1

6
59
5

12
8.
1

46
9

97
.1

1,
18
5

10
0.
9

37
0

96
.3

36
3

92
.1

30
8

10
1.
5

7
37
4

74
.2

47
3

10
0.
7

1,
08
5

89
.8

37
3

10
0.
0

39
4

10
4.
2

28
7

96
.2

8
58
4

94
.8

47
1

99
.1

1,
19
8

88
.8

37
1

98
.9

37
1

98
.4

28
7

96
.8

9
52
1

10
6.
7

48
7

10
0.
6

1,
23
2

91
.0

38
3

99
.5

38
0

10
0.
2

29
0

96
.0

10
39
4

74
.7

50
4

99
.8

1,
12
1

81
.6

39
9

99
.3

39
5

97
.6

29
3

98
.3

11
58
2

14
5.
8

51
7

97
.7

1,
18
6

95
.3

40
6

96
.5

39
9

97
.0

30
0

97
.6

12
47
2

10
2.
3

52
0

99
.9

1,
13
8

96
.0

41
4

99
.4

41
0

97
.0

30
4

10
0.
9

2
.1

41
7

10
4.
9

44
5

10
0.
7

1,
10
9

97
.3

35
2

99
.2

35
5

10
2.
0

30
0

97
.8

2
42
4

71
.2

45
8

10
1.
9

1,
07
6

83
.6

36
3

10
1.
6

36
3

10
1.
1

30
0

98
.3

3
68
9

11
9.
2

51
2

10
1.
4

1,
25
3

92
.1

41
0

10
1.
3

40
6

10
0.
7

30
4

99
.1

2
.4

4
1
6

1
2
3
.8

5
1
9

1
0
2
.4

1
,1
5
1

9
6
.7

4
1
0

1
0
1
.2

4
0
3

9
6
.7

3
1
2

1
0
5
.4

5
4
5
7

1
3
2
.6

4
4
6

9
3
.8

1
,1
6
1

1
0
9
.6

3
5
4

9
4
.0

3
5
3

9
5
.1

3
1
2

1
0
3
.8

6 7 8 9 10 11 12 3
.1 2 3

年
度
計

（
注
）　
１
.�玄
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S
B
S
で
の
買
受
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年
度
か
ら
）、
大
臣
証
明
制
度
に
よ
る
輸
出
見
返
り
分
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付
金
輸
入
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、民
間
流
通
麦
及
び
そ
の
他
国
内
産
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を
含
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麦
粉
の
生
産
・
販
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は
、輸
出
分
を
除
い
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数
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あ
る
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２
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製
粉
・
精
麦
工
場
需
給
実
績
報
告
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政
策
統
括
官
付
貿
易
業
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３
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捨
五
入
の
関
係
で
内
訳
と
計
が
一
致
し
な
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こ
と
が
あ
る
。

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
製
粉
工
場
に
お
け
る
玄
麦
お
よ
び
小
麦
粉
の
月
別
需
給
動
向（
2年
度
4・
5月
分
）

（
単
位
：
千
ト
ン
、
前
年
比
％
）
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8
5.

3
35

5,
30

3
19

,7
96

0.
3

4,
45

3,
66

3
94

,3
87

−
4.

0
20

,5
73

,4
87

4,
94

5
−

10
.4

91
0,

75
9

13
1,

98
6

−
0.

8
19

,4
04

,3
73

20
16

11
2

3,
13

9
9.

4
33

3,
21

9
20

,5
01

3.
6

4,
28

9,
79

3
91

,3
97

−
3.

2
17

,8
91

,3
75

4,
44

1
−

10
.2

62
7,

60
1

14
5,

02
1

9.
9

18
,5

79
,6

02
20

17
11

1
3,

49
8

11
.4

37
0,

88
5

22
,1

27
7.

9
4,

83
0,

02
1

91
,8

82
0.

5
19

,8
82

,6
65

4,
71

3
6.

1
65

7,
55

7
14

9,
68

9
3.

2
18

,4
69

,3
06

20
18

10
9

3,
51

1
0.

4
39

3,
62

0
23

,5
05

6.
2

5,
35

0,
60

0
83

,4
06

−
9.

2
18

,4
18

,5
66

5,
18

7
10

.1
64

9,
19

3
13

8,
49

3
−

7.
5

16
,6

14
,1

09
20

19
10

9
3,

91
3

11
.4

40
4,

98
1

19
,8

77
−

15
.4

4,
36

2,
53

5
82

,1
55

−
1.

5
17

,7
05

,7
76

4,
88

9
−

5.
7

62
1,

30
3

14
6,

18
9

5.
6

16
,3

98
,7

83
20

20
年

1月
10

9
36

5
−

3.
2

38
,5

76
1,

39
4

−
22

.2
29

6,
07

6
7,

20
6

11
.1

1,
51

3,
43

8
23

4
−

38
.8

34
,4

49
12

,5
57

6.
7

1,
43

4,
39

1
2

11
0

26
8

−
8.

8
27

,2
08

1,
02

5
−

28
.6

21
8,

64
9

5,
88

8
−

10
.1

1,
19

3,
17

4
23

4
−

43
.4

28
,9

89
10

,4
21

7.
5

1,
16

6,
20

3
3

10
8

27
8

−
28

.2
28

,4
44

2,
32

4
12

9.
0

46
6,

31
7

8,
44

2
18

.0
1,

82
1,

93
1

42
6

0.
4

51
,5

66
13

,6
89

25
.8

1,
52

7,
36

1
4

10
9

36
2

33
.1

37
,5

42
1,

83
6

−
5.

9
37

2,
00

2
7,

56
9

−
2.

5
1,

55
6,

58
6

53
0

56
.9

57
,1

70
14

,1
48

8.
9

1,
65

0,
18

8
5 6 7 8 9 10 11 12

20
20

年
1月

〜
12

月
累

計
1,

27
3

−
4.

3
13

1,
77

0
6,

57
9

6.
2

1,
35

3,
04

4
29

,1
04

4.
1

6,
08

5,
12

9
1,

42
3

−
8.

6
17

2,
17

4
50

,8
16

12
.1

5,
77

8,
14

3
米

国
27

28
.6

6,
06

8
2,

09
3

5.
0

32
8,

46
5

37
−

66
.2

10
,7

07
7,

21
1

32
.5

1,
02

5,
26

6
英

国
3

−
66

.7
1,

09
2

0
−

10
0.

0
0

39
9

98
.6

98
,3

00
中

国
70

59
.7

12
,3

27
2,

42
2

14
.7

62
6,

00
2

1
−

41
.3

76
8

仏
国

18
8

2.
7

25
,1

45
59

5
13

.1
11

4,
13

5
3,

39
0

6.
3

1,
50

9,
94

0
0.

0
20

2
香

港
0

−
10

0.
0

0
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
0

−
10

0.
0

0
ト

ル
コ

15
,2

17
56

92
.2

1,
47

7,
35

4
ス

リ
ラ

ン
カ

韓
国

10
,9

58
0.

1
92

4,
97

5
93

−
77

.1
13

,1
80

タ
イ

11
0

10
.1

68
,9

26
1

54
2

独
国

22
10

0.
0

3,
01

7
1,

03
6

27
.7

19
2,

56
0

25
2

−
9.

6
99

,4
82

6
−

0.
5

1,
42

3
カ

ナ
ダ

6
20

0.
0

80
3

46
4

−
22

.9
15

0,
10

7
6

−
98

.2
4,

17
5

5
81

1
デ

ン
マ

ー
ク

41
7

35
6.

3
15

2,
81

5
ブ

ラ
ジ

ル
0

−
10

0.
0

0
6

59
8.

9
92

5
ス

イ
ス

1
−

42
.9

71
5

オ
ラ

ン
ダ

35
0.

4
6,

59
5

37
2

−
6.

9
19

1,
85

7
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
6,

05
2

3.
2

1,
14

2,
00

7
2

87
8

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
24

−
14

.3
3,

29
8

3,
61

3
−

1.
1

74
0,

09
5

36
2

−
44

.5
15

3,
92

4
1,

28
2

25
.6

14
6,

31
8

台
湾

33
4

7.
4

11
3,

38
5

ベ
ト

ナ
ム

13
7

72
5.

7
29

,1
75

0
−

10
0.

0
0

ニ
ュ

ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

77
6

−
11

.4
30

2,
00

9
5

61
7

マ
レ

ー
シ

ア
29

0
−

3.
2

11
3,

04
1

フ
ィ

リ
ピ

ン
ベ

ル
ギ

ー
11

2
41

.8
44

,0
17

0
−

10
0.

0
0

4
33

3.
3

2,
23

4
ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
ス

ペ
イ

ン
65

21
.4

22
,4

96
3

50
8

伊
国

77
7

−
17

.0
74

,6
65

12
−

29
.1

5,
45

6
26

,4
84

19
.1

3,
12

9,
80

6
そ

の
他

22
6

61
.4

17
,6

82
76

6
47

.0
13

7,
22

5
54

6
35

8.
6

15
3,

96
7

2
9.

2
54

1
1,

88
0

7.
6

13
8,

23
7

（
次

頁
に

つ
づ

く
）

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
小
麦
加
工
品
食
品
の
輸
入
の
推
移（
4月
分
）

（
単

位
：

ト
ン

、
金

額
：

千
円

）
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区 分
年 月

レ
ー

ト
う

ど
ん

お
よ

び
そ

う
め

ん
そ

の
他

の
め

ん
類

食
パ

ン
、

乾
パ

ン
類

ビ
ス

ケ
ッ

ト
ふ

　
す

　
ま

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

20
11

年
80

34
0

ー
29

.8
10

1,
07

5
25

,7
17

7.
4

6,
36

0,
91

6
7,

75
0

ー
6.

8
2,

14
1,

93
4

22
,1

28
14

.3
8,

01
6,

54
5

99
,4

33
5.

2
1,

92
8,

84
6

20
12

97
21

9
−

35
.4

57
,3

94
24

,1
86

−
6.

0
6,

16
1,

46
7

9,
82

1
26

.3
2,

76
5,

46
1

21
,9

77
−

0.
7

8,
59

7,
91

3
88

,1
94

−
11

.3
1,

79
0,

71
0

20
13

10
5

25
3

15
.1

89
,7

74
22

,9
01

−
5.

3
6,

90
6,

56
6

9,
63

3
−

1.
9

3,
08

2,
80

2
17

,9
87

−
18

.2
8,

56
1,

98
2

11
3,

57
3

28
.8

3,
17

7,
43

1
20

14
12

1
37

9
49

.9
14

1,
34

8
22

,0
55

−
3.

7
7,

25
3,

79
1

7,
98

7
−

17
.1

2,
61

3,
32

1
16

,6
55

−
7.

4
8,

74
7,

82
6

10
0,

79
9

−
11

.2
2,

65
7,

89
0

20
15

10
9

49
9

31
.8

20
7,

35
0

21
,5

25
−

2.
4

7,
75

4,
87

5
7,

24
0

−
9.

4
2,

59
3,

50
9

13
,8

99
−

16
.5

7,
86

2,
08

4
72

,8
87

−
27

.7
1,

98
7,

76
6

20
16

11
2

26
6

−
46

.8
10

1,
28

8
20

,6
06

−
4.

3
6,

59
3,

00
3

6,
11

9
−

15
.5

1,
99

8,
61

4
18

,7
39

34
,8

8,
36

3,
43

0
66

,4
68

−
8.

8
1,

48
1,

11
4

20
17

11
1

27
2

2.
4

11
0,

93
9

22
,2

43
7.

9
7,

20
7,

76
8

5,
32

3
−

13
.0

1,
90

4,
31

1
24

,2
96

29
.6

10
,6

31
,5

48
66

,0
17

−
0.

7
1,

55
0,

34
3

20
18

10
9

97
−

64
.4

41
,1

01
22

,8
43

2.
7

7,
58

0,
98

3
5,

45
1

2.
4

2,
02

8,
01

0
24

,8
53

2.
3

10
,6

82
,8

48
67

,8
63

2.
8

1,
65

1,
72

9
20

19
10

9
87

−
10

.3
34

,7
92

23
,3

50
2.

2
7,

52
6,

31
0

8,
04

0
47

.5
2,

63
5,

09
7

25
,0

75
0.

9
10

,5
58

,4
45

77
,4

15
14

.1
1,

98
9,

88
2

20
20

年
1月

10
9

0
−

10
0.

0
0

2,
17

6
4.

3
71

2,
25

9
45

4
−

11
.0

14
9,

97
9

2,
76

1
30

.8
1,

13
8,

06
3

9,
78

6
−

1.
2

26
4,

97
9

2
11

0
0

−
10

0.
0

0
1,

09
3

−
29

.6
35

8,
69

8
48

9
8.

9
17

9,
75

2
1,

44
4

−
26

.6
59

5,
42

2
6,

52
8

6,
42

8.
0

17
2,

08
3

3
10

8
0

0.
0

0
1,

85
3

−
2.

7
64

3,
05

5
61

5
−

14
.6

20
1,

70
1

2,
60

1
61

.7
1,

01
8,

54
9

3,
59

3
−

67
.6

95
,6

39
4

10
9

0
−

10
0.

0
0

2,
52

7
20

.2
83

5,
32

8
78

6
6.

5
25

5,
24

7
2,

45
2

45
.1

96
7,

37
3

9,
33

6
57

.2
23

9,
51

2
5 6 7 8 9 10 11 12

20
20

年
1月

〜
12

月
累

計
0

−
10

0.
0

0
7,

64
9

0.
0

2,
54

9,
34

0
2,

34
3

−
3.

0
78

6,
67

9
9,

25
9

25
.5

3,
71

9,
40

7
29

,2
43

8.
2

77
2,

21
3

米
国

55
41

.8
11

,7
03

39
3

−
1.

0
12

6,
35

1
18

1
6.

6
14

0,
15

3
2

−
71

.4
1,

06
0

英
国

32
62

.4
9,

00
1

28
5

50
.1

22
5,

48
5

99
11

5.
2

15
,1

05
中

国
4,

98
1

−
5.

5
1,

60
6,

15
8

21
5

2.
6

68
,7

04
2,

15
3

20
.1

67
6,

56
7

仏
国

14
25

.2
7,

72
1

79
9

2.
1

24
8,

63
7

14
8

13
.0

17
1,

21
2

香
港

2
−

17
.5

4,
08

9
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
2

35
2

2,
49

3
45

.7
72

9,
95

8
8,

37
6

4.
4

21
6,

60
6

ト
ル

コ
94

45
,5

12
ス

リ
ラ

ン
カ

2
70

1
3

2,
70

0
20

,7
66

10
.2

53
9,

44
2

韓
国

0
−

10
0.

0
0

1,
24

4
18

.7
49

2,
29

1
30

−
63

.2
16

,4
06

21
2

0.
9

11
1,

57
3

タ
イ

19
5

93
.3

10
8,

57
7

22
1

−
2.

2
85

,9
23

28
1

46
.8

88
,7

38
独

国
12

2
−

4.
1

38
,8

25
75

4.
8

35
,5

22
カ

ナ
ダ

4
13

6.
6

3,
71

9
57

48
5.

8
16

,6
98

13
5

11
.0

72
,6

55
デ

ン
マ

ー
ク

0
−

10
0.

0
0

55
−

27
.3

42
,0

01
ブ

ラ
ジ

ル
4

28
9.

7
1,

02
3

3
−

45
.1

1,
15

8
6

−
19

.1
1,

15
3

ス
イ

ス
12

21
7.

5
5,

55
0

8
−

56
.0

23
,9

40
オ

ラ
ン

ダ
0

−
10

0.
0

0
10

8
13

2.
3

74
,2

80
シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
14

3,
53

8
30

3
51

.8
24

0,
12

2
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

0
−

10
0.

0
0

14
−

51
.4

2,
04

2
18

−
32

.8
14

,1
83

台
湾

15
9

8.
3

54
,8

99
8

−
37

.9
2,

92
0

44
−

26
.2

58
,5

69
ベ

ト
ナ

ム
34

4
−

11
.6

95
,2

17
13

8
−

4.
8

39
,4

38
54

8
16

.5
17

6,
64

9
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
4

−
30

.0
3,

92
8

マ
レ

ー
シ

ア
28

−
2.

1
4,

18
0

66
−

19
.5

21
,9

05
85

7
5.

9
31

5,
62

2
0

−
10

0.
0

0
フ

ィ
リ

ピ
ン

11
47

.1
2,

81
0

2
35

5
68

−
12

.7
20

,8
67

ベ
ル

ギ
ー

17
0.

0
4,

66
9

16
44

.4
3,

56
3

39
1

12
0.

2
18

6,
71

3
ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
ス

ペ
イ

ン
17

−
53

.0
4,

98
4

13
7

−
15

.2
32

,9
40

伊
国

53
9

−
3.

9
13

6,
83

4
33

−
31

.5
14

,7
46

40
6

−
18

.9
13

0,
63

0
そ

の
他

37
63

.6
15

,3
00

16
2

9.
3

79
,1

21
24

3
64

.6
93

,6
46

（
注

） 
 財

務
省

貿
易

統
計（

全
国

分
＞

品
別

国
別

表
＞

輸
入

＞
月

次
）に

よ
る

。（
20

20
年

3月
よ

り
年

月
表

記
を

財
務

省
貿

易
統

計
デ

ー
タ

に
順

じ
て

西
暦

記
載

）

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
（
4月
分
）

（
単

位
：

ト
ン

、
金

額
：

千
円

）
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区 分
年 月

レ
ー

ト
小

麦
粉

、小
麦（

ひ
き

割
、ミ

ー
ル

、ペ
レ

ッ
ト

）
小

麦
グ

ル
テ

ン
小

麦
粉

調
製

品
ケ

ー
キ

ミ
ッ

ク
ス

マ
カ

ロ
ニ

、
ス

パ
ゲ

ッ
テ

ィ

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

20
11

年
80

2,
22

9
18

.0
22

4,
80

4
19

,4
29

18
.4

3,
55

4,
04

3
10

7,
82

2
1.

2
14

,8
80

,2
65

5,
07

9
−

3.
1

58
0,

68
1

13
4,

47
0

11
.5

14
,5

39
,2
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入
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推
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分
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ト
ン
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円

）

製粉振興 2020. 7 60



区 分
年 月

レ
ー

ト
う

ど
ん

お
よ

び
そ

う
め

ん
そ

の
他

の
め

ん
類

食
パ

ン
、

乾
パ

ン
類

ビ
ス

ケ
ッ

ト
ふ

　
す

　
ま

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

数
　

量
前

　
年

増
減

率
金

　
額

20
11

年
80

34
0

ー
29

.8
10

1,
07

5
25

,7
17

7.
4

6,
36

0,
91

6
7,

75
0

ー
6.

8
2,

14
1,

93
4

22
,1

28
14

.3
8,

01
6,

54
5

99
,4

33
5.

2
1,

92
8,

84
6

20
12

97
21

9
−

35
.4

57
,3

94
24

,1
86

−
6.

0
6,

16
1,

46
7

9,
82

1
26

.3
2,

76
5,

46
1

21
,9

77
−

0.
7

8,
59

7,
91

3
88

,1
94

−
11

.3
1,

79
0,

71
0

20
13

10
5

25
3

15
.1

89
,7

74
22

,9
01

−
5.

3
6,

90
6,

56
6

9,
63

3
−

1.
9

3,
08

2,
80

2
17

,9
87

−
18

.2
8,

56
1,

98
2

11
3,

57
3

28
.8

3,
17

7,
43

1
20

14
12

1
37

9
49

.9
14

1,
34

8
22

,0
55

−
3.

7
7,

25
3,

79
1

7,
98

7
−

17
.1

2,
61

3,
32

1
16

,6
55

−
7.

4
8,

74
7,

82
6

10
0,

79
9

−
11

.2
2,

65
7,

89
0

20
15

10
9

49
9

31
.8

20
7,

35
0

21
,5

25
−

2.
4

7,
75

4,
87

5
7,

24
0

−
9.

4
2,

59
3,

50
9

13
,8

99
−

16
.5

7,
86

2,
08

4
72

,8
87

−
27

.7
1,

98
7,

76
6

20
16

11
2

26
6

−
46

.8
10

1,
28

8
20

,6
06

−
4.

3
6,

59
3,

00
3

6,
11

9
−

15
.5

1,
99

8,
61

4
18

,7
39

34
,8

8,
36

3,
43

0
66

,4
68

−
8.

8
1,

48
1,

11
4

20
17

11
1

27
2

2.
4

11
0,

93
9

22
,2

43
7.

9
7,

20
7,

76
8

5,
32

3
−

13
.0

1,
90

4,
31

1
24

,2
96

29
.6

10
,6

31
,5

48
66

,0
17

−
0.

7
1,

55
0,

34
3

20
18

10
9

97
−

64
.4

41
,1

01
22

,8
43

2.
7

7,
58

0,
98

3
5,

45
1

2.
4

2,
02

8,
01

0
24

,8
53

2.
3

10
,6

82
,8

48
67

,8
63

2.
8

1,
65

1,
72

9
20

19
10

9
87

−
10

.3
34

,7
92

23
,3

50
2.

2
7,

52
6,

31
0

8,
04

0
47

.5
2,

63
5,

09
7

25
,0

75
0.

9
10

,5
58

,4
45

77
,4

15
14

.1
1,

98
9,

88
2

20
20

年
1月

10
9

0
−

10
0.

0
0

2,
17

6
4.

3
71

2,
25

9
45

4
−

11
.0

14
9,

97
9

2,
76

1
30

.8
1,

13
8,

06
3

9,
78

6
−

1.
2

26
4,

97
9

2
11

0
0

−
10

0.
0

0
1,

09
3

−
29

.6
35

8,
69

8
48

9
8.

9
17

9,
75

2
1,

44
4

−
26

.6
59

5,
42

2
6,

52
8

6,
42

8.
0

17
2,

08
3

3
10

8
0

0.
0

0
1,

85
3

−
2.

7
64

3,
05

5
61

5
−

14
.6

20
1,

70
1

2,
60

1
61

.7
1,

01
8,

54
9

3,
59

3
−

67
.6

95
,6

39
4

10
9

0
−

10
0.

0
0

2,
52

7
20

.2
83

5,
32

8
78

6
6.

5
25

5,
24

7
2,

45
2

45
.1

96
7,

37
3

9,
33

6
57

.2
23

9,
51

2
5

10
7

0
−

10
0.

0
0

2,
50

6
15

.4
81

3,
18

0
65

2
−

11
.4

21
0,

59
4

2,
02

7
−

1.
6

72
3,

32
1

2,
51

3
−

74
.9

63
,6

11
6 7 8 9 10 11 12

20
20

年
1月

〜
12

月
累

計
0

−
10

0.
0

0
10

,1
55

3.
4

3,
36

2,
52

0
2,

99
5

−
5.

0
99

7,
27

3
11

,2
85

19
.6

4,
44

2,
72

8
31

,7
56

−
14

.3
83

5,
82

4
米

国
55

21
.5

11
,7

03
53

4
14

.2
17

0,
77

5
23

4
12

.5
18

1,
54

4
4

−
81

.0
1,

99
0

英
国

34
71

.5
10

,3
23

34
8

44
.3

27
4,

31
4

11
4

10
7.

3
17

,1
55

中
国

6,
60

7
−

0.
4

2,
13

1,
56

8
22

6
−

22
.4

72
,3

46
2,

55
8

11
.8

79
7,

29
3

仏
国

15
30

.6
8,

13
0

1,
02

1
−

3.
9

31
9,

83
0

17
7

1.
5

19
6,

24
9

香
港

2
−

17
.5

4,
08

9
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
0

−
10

0.
0

0
2

35
2

3,
08

3
38

.2
89

5,
22

6
8,

37
6

4.
4

21
6,

60
6

ト
ル

コ
10

7
74

4.
8

48
,7

10
ス

リ
ラ

ン
カ

3
1,

00
6

4
30

.1
3,

27
1

23
,2

62
−

19
.3

60
0,

07
3

韓
国

0
−

10
0.

0
0

1,
77

8
21

.3
69

6,
71

7
30

−
72

.0
16

,4
06

26
6

−
1.

4
13

8,
23

6
0

−
10

0.
0

0
タ

イ
23

5
72

.3
12

3,
84

6
30

2
0.

6
11

4,
13

1
36

5
49

.8
11

2,
03

6
独

国
15

5
−

8.
3

50
,7

36
84

2.
8

41
,1

60
カ

ナ
ダ

4
13

6.
6

3,
71

9
89

56
9.

6
26

,4
06

16
2

−
0.

6
83

,2
28

デ
ン

マ
ー

ク
8

−
81

.3
3,

05
1

74
−

20
.6

54
,8

53
ブ

ラ
ジ

ル
6

15
1.

6
1,

28
7

3
−

35
.0

1,
36

2
6

−
19

.1
1,

15
3

ス
イ

ス
16

12
7.

5
6,

95
6

10
−

51
.0

30
,2

36
オ

ラ
ン

ダ
0

−
10

0.
0

0
11

4
79

.3
76

,3
39

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

14
30

.9
3,

53
8

31
0

19
.3

24
2,

33
4

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
0

−
10

0.
0

0
0

−
10

0.
0

0
14

−
51

.4
2,

04
2

19
−

36
.6

15
,3

35
台

湾
19

0
−

6.
8

64
,6

48
8

−
61

.7
2,

92
0

46
−

35
.3

63
,0

32
ベ

ト
ナ

ム
41

8
−

8.
4

11
3,

37
9

18
0

11
.6

51
,2

70
79

9
45

.3
25

1,
71

5
ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン

ド
4

−
26

.1
4,

24
8

マ
レ

ー
シ

ア
28

−
2.

1
4,

18
0

67
−

32
.1

22
,5

99
1,

01
3

−
2.

9
37

1,
15

0
0

−
10

0.
0

0
フ

ィ
リ

ピ
ン

14
50

.8
3,

50
8

2
47

1.
4

35
5

81
−

8.
5

24
,8

22
ベ

ル
ギ

ー
17

−
33

.3
4,

66
9

16
44

.4
3,

56
3

46
3

76
.9

21
8,

60
6

ア
ル

ゼ
ン

チ
ン

ス
ペ

イ
ン

22
−

53
.4

6,
52

3
13

7
−

36
.0

33
,2

19
伊

国
73

6
−

2.
0

17
5,

32
2

43
−

53
.1

18
,6

26
50

4
−

20
.5

15
9,

24
3

そ
の

他
37

11
.4

15
,3

00
22

1
−

17
.2

96
,7

01
31

5
84

.5
12

1,
08

7
（

注
） 

 財
務

省
貿

易
統

計（
全

国
分

＞
品

別
国

別
表

＞
輸

入
＞

月
次

）に
よ

る
。（

20
20

年
3月

よ
り

年
月

表
記

を
財

務
省

貿
易

統
計

デ
ー

タ
に

順
じ

て
西

暦
記

載
）

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
（
5月
分
）

（
単

位
：

ト
ン

、
金

額
：

千
円

）
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区 分
年 月

レ ー ト

小
麦
粉
、小
麦（
ひ
き
割
、ミ
ー
ル
、ペ
レ
ッ
ト
）

小
麦
粉
調
製
品（
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
を
含
む
）

マ
カ
ロ
ニ
お
よ
び
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ

う
ど
ん
お
よ
び
そ
う
め
ん

数
　
量

前
年
増
減
率

金
　
額

数
　
量

前
年
増
減
率

金
　
額

数
　
量

前
年
増
減
率

金
　
額

数
　
量

前
年
増
減
率

金
　
額

20
12

80
19
2,
59
8

0.
6

5,
87
4,
12
1

1,
99
8

−
20
.1

78
4,
55
5

59
8

−
1.
5

10
5,
86
0

10
,8
10

−
7.
8

2,
83
0,
55
5

20
13

97
16
8,
20
5

−
12
.7

7,
02
4,
55
5

2,
11
6

5.
9

93
3,
40
2

57
3

−
4.
2

12
3,
55
7

10
,4
24

−
3.
6

2,
90
3,
69
7

20
14

10
5

16
6,
31
1

−
1.
1

7,
44
6,
46
7

2,
27
3

7.
4

1,
05
9,
27
0

57
1

−
0.
4

12
9,
06
0

10
,9
92

5.
5

3,
17
2,
66
7

20
15

12
1

15
7,
93
8

−
5.
0

7,
85
5,
43
4

2,
37
4

4.
4

1,
06
3,
48
0

55
3

−
3.
2

14
0,
31
9

12
,7
91

16
.4

3,
80
6,
91
9

20
16

10
9

15
8,
86
1

0.
6

6,
86
0,
58
8

2,
55
1

7.
5

1,
07
3,
37
6

54
9

−
0.
6

13
1,
13
8

13
,5
04

5.
6

4,
07
7,
92
5

20
17

11
2

16
7,
60
0

5.
5

7,
23
3,
28
8

2,
56
2

0.
4

1,
19
8,
53
1

53
2

−
3.
2

13
1,
08
9

13
,7
59

1.
9

4,
21
8,
94
3

20
18

11
1

16
3,
64
0

−
2.
4

7,
42
7,
75
8

2,
59
2

1.
2

1,
29
1,
07
3

53
5

0.
6

13
6,
26
3

14
,0
64

2.
2

4,
26
6,
02
6

20
19

10
9

16
8,
32
6

2.
9

8,
27
0,
91
0

2,
88
4

11
.3

1,
32
3,
20
7

53
3

−
0.
4

15
4,
40
1

13
,7
31

−
2.
4

4,
36
3,
67
8

20
20
年
1月

10
9

11
,1
91

−
2.
1

49
5,
61
2

14
8

8.
6

78
,1
10

26
−
16
.9

7,
21
9

70
9

−
26
.3

24
5,
04
7

2
11
0

14
,4
02

2.
1

67
3,
37
5

17
3

−
10
.2

73
,6
55

55
27
.1

15
,1
22

1,
03
6

−
12
.7

35
4,
77
8

3
10
8

13
,4
07

−
12
.6

59
3,
84
6

22
1

−
27
.0

99
,4
19

36
−
23
.6

11
,4
05

1,
25
9

−
1.
9

40
0,
10
7

4
1
0
9

1
3
,9
1
4

4
.1

7
1
4
,1
8
1

1
8
6

−
3
8
.6

8
4
,1
4
1

3
0

1
0
.6

1
2
,4
7
2

1
,1
6
6

−
1
4
.7

4
1
6
,7
4
0

5
1
0
7

1
4
,4
7
1

1
5
.3

7
7
1
,8
8
1

1
5
3

−
2
7
.6

7
8
,9
1
0

4
6

6
.2

1
4
,6
3
2

1
,1
3
8

2
3
.0

4
1
5
,2
7
7

6 7 8 9 10 11 12

20
20
年
1〜
12
月
計

67
,3
85

0.
9

3,
24
8,
89
5

88
1

−
23
.1

41
4,
23
5

19
4

0.
4

60
,8
50

5,
30
7

−
7.
3

1,
83
1,
94
9

区 分
年 月

レ ー ト

ビ
ス
ケ
ッ
ト（
ス
イ
ー
ト
）

そ
の
他
の
ベ
ー
カ
リ
ー
製
品
等

イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン

数
　
量

前
年
増
減
率

金
　
額

数
　
量

前
年
増
減
率

金
　
額

数
　
量

前
年
増
減
率

金
　
額

20
12

80
78
0

11
.8

79
7,
36
9

14
,2
28

18
.9

12
,9
62
,0
25

5,
86
2

16
.9

2,
53
0,
12
1

20
13

97
76
9

−
1.
4

91
0,
86
8

17
,3
85

22
.2

16
,9
06
,5
35

7,
57
6

29
.3

3,
23
7,
83
2

20
14

10
5

86
1

12
.0

1,
07
2,
47
1

21
,2
21

22
.1

21
,6
27
,8
09

7,
07
5

−
6.
6

3,
53
7,
26
7

20
15

12
1

1,
24
9

45
.0

1,
70
1,
69
6

25
,4
62

20
.0

28
,3
90
,9
41

7,
89
2

11
.5

4,
27
6,
61
3

20
16

10
9

1,
29
3

3.
5

1,
60
3,
93
2

26
,5
29

4.
2

30
,4
48
,0
86

8,
70
1

10
.3

5,
14
4,
90
5

20
17

11
2

77
8

−
39
.8

1,
07
9,
21
1

25
,5
57

−
3.
7

29
,8
38
,3
97

9,
23
5

6.
1

5,
83
7,
26
9

20
18

11
1

89
4

14
.8

1,
26
7,
97
3

26
,4
13

3.
4

31
,0
79
,0
09

9,
88
4

7.
0

6,
25
8,
42
0

20
19

10
9

87
6

−
1.
9

1,
04
9,
93
1

25
,8
05

−
2.
3

30
,5
76
,7
32

9,
07
8

−
8.
1

6,
00
2,
48
5

20
20
年
1月

10
9

52
57
.4

76
,3
32

1,
30
1

−
13
.9

1,
61
9,
06
7

64
9

13
.5

40
6,
06
4

2
11
0

66
−
4.
5

72
,2
95

1,
94
9

−
2.
0

2,
20
1,
37
5

1,
01
8

35
.5

65
0,
79
5

3
10
8

51
−
28
.5

58
,8
95

1,
91
2

−
14
.6

2,
11
8,
23
0

1,
07
8

30
.1

72
1,
02
4

4
1
0
9

8
5

−
1
0
.3

1
0
5
,3
5
2

2
,1
0
5

−
7
.5

2
,2
7
7
,7
7
5

9
4
1

7
.9

6
6
9
,9
3
1

5
1
0
7

8
1

5
2
.4

8
4
,4
6
5

1
,7
6
0

5
.8

1
,9
3
2
,2
7
4

8
5
0

3
2
.7

6
3
8
,5
5
1

6 7 8 9 10 11 12

20
20
年
1〜
12
月
計

33
5

4.
2

39
7,
33
9

9,
02
7

−
6.
7

10
,1
48
,7
21

4,
53
6

23
.8

3,
08
6,
36
5

（
注
）　
①
財
務
省
貿
易
統
計（
全
国
分
＞
品
別
国
別
表
＞
輸
出
＞
月
次
）に
よ
る（
20
20
年
3月
号
よ
り
年
月
表
記
を
財
務
省
貿
易
統
計
デ
ー
タ
に
順
じ
て
西
暦
記
載
）。

②
そ
の
他
の
ベ
ー
カ
リ
ー
製
品
等
は
、
ス
イ
ー
ト
ビ
ス
ケ
ッ
ト
お
よ
び
米
菓
を
除
く
焼
菓
子
類
並
び
に
ラ
イ
ス
ペ
ー
パ
ー
等
を
い
う
。

小
麦
加
工
食
品
の
輸
出
の
推
移（
20
20
年
4・
5月
分
）

（
単
位
：
ト
ン
、
金
額
：
千
円
）

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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品
　
　
　
　
名

月
年

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

小
麦

20
12

（
6.
02
）

22
1

（
6.
26
）

23
0

（
6.
65
）

24
4

（
6.
24
）

22
9

（
6.
09
）

22
4

（
6.
10
）

22
4

（
8.
85
）

32
5

（
8.
47
）

31
1

（
8.
78
）

32
3

（
8.
48
）

31
2

（
8.
46
）

31
1

（
8.
01
）

29
4

（
シ
カ
ゴ
・
S
R
W
小
麦
N
o.
2，

�
期
近
も
の
）

20
13

（
7.
83
）

28
8

（
7.
42
）

27
3

（
7.
23
）

26
6

（
6.
94
）

25
5

（
6.
88
）

25
3

（
6.
81
）

25
0

（
6.
70
）

24
6

（
6.
38
）

23
4

（
6.
41
）

23
6

（
6.
86
）

25
2

（
6.
45
）

23
7

（
6.
18
）

22
7

20
14

（
5.
68
）

20
9

（
5.
99
）

22
0

（
6.
90
）

25
4

（
7.
02
）

25
8

（
6.
78
）

24
9

（
5.
86
）

21
5

（
5.
38
）

19
8

（
5.
51
）

20
3

（
5.
01
）

18
4

（
5.
06
）

18
6

（
5.
61
）

20
6

（
6.
19
）

22
7

20
15

（
5.
33
）

19
6

（
5.
33
）

19
6

（
5.
09
）

18
7

（
4.
91
）

18
0

（
5.
02
）

18
4

（
4.
89
）

18
0

（
5.
84
）

21
5

（
5.
01
）

18
4

（
4.
86
）

17
8

（
5.
03
）

18
5

（
4.
96
）

18
2

（
4.
94
）

18
2

20
16

（
4.
69
）

17
2

（
4.
64
）

17
1

（
4.
77
）

17
5

（
4.
60
）

16
9

（
4.
75
）

17
4

（
4.
78
）

17
5

（
4.
22
）

15
5

（
4.
22
）

15
5

（
3.
77
）

13
8

（
4.
21
）

15
5

（
3.
99
）

14
7

（
4.
09
）

15
0

20
17

（
4.
26
）

15
6

（
4.
55
）

16
7

（
4.
12
）

15
1

（
4.
30
）

15
8

（
4.
23
）

15
6

（
4.
54
）

16
7

（
4.
95
）

18
2

（
4.
30
）

15
8

（
4.
21
）

15
5

（
4.
40
）

16
1

（
4.
28
）

15
7

（
4.
18
）

15
3

20
18

（
4.
17
）

15
3

（
4.
62
）

17
0

（
4.
79
）

17
6

（
4.
73
）

17
4

（
4,
94
）

18
1

（
5.
00
）

18
4

（
4.
82
）

17
7

（
5.
32
）

19
6

（
4.
80
）

17
6

（
5.
25
）

19
3

（
5.
08
）

18
7

（
5.
28
）

19
4

20
19

（
5.
11
）

18
8

（
5.
04
）

18
5

（
4.
48
）

16
4

（
4.
60
）

16
9

（
4.
49
）

16
5

（
5.
39
）

19
8

（
5.
08
）

18
7

（
4.
69
）

17
2

（
4.
89
）

18
0

（
5.
07
）

18
6

（
5.
17
）

18
5

（
5.
39
）

19
8

20
20

（
5.
73
）

21
1

（
5.
43
）

19
9

（
5.
12
）

18
8

（
5.
40
）

19
9

（
5.
02
）

18
5

（
5.
05
）

18
6

（
5.
51
）

20
2

と
う

も
ろ

こ
し

20
12

（
6.
00
）

23
6

（
6.
27
）

24
7

（
6.
69
）

26
3

（
6.
29
）

24
8

（
5.
97
）

23
5

（
5.
80
）

22
8

（
7.
77
）

30
6

（
7.
94
）

31
3

（
7.
48
）

29
4

（
7.
37
）

29
0

（
7.
21
）

28
4

（
7.
19
）

28
3

（
シ
カ
ゴ
，
イ
エ
ロ
ー
・

�
コ
ー
ン
N
o.
2，
期
近
も
の
）

20
13

（
7.
31
）

28
8

（
6.
99
）

27
5

（
7.
17
）

28
2

（
6.
47
）

25
5

（
6.
42
）

25
3

（
6.
55
）

25
8

（
5.
36
）

21
1

（
4.
82
）

19
0

（
4.
57
）

18
0

（
4.
44
）

17
5

（
4.
22
）

16
6

（
4.
21
）

16
6

20
14

（
4.
26
）

16
8

（
4.
45
）

17
5

（
4.
72
）

18
6

（
5.
04
）

19
8

（
4.
84
）

19
1

（
4.
47
）

17
6

（
3.
74
）

14
7

（
3.
66
）

14
4

（
3.
43
）

13
5

（
3.
48
）

13
7

（
3.
82
）

15
0

（
4.
09
）

16
1

20
15

（
3.
80
）

15
0

（
3.
87
）

15
2

（
3.
74
）

14
7

（
3.
76
）

14
8

（
3.
61
）

14
2

（
3.
48
）

13
7

（
4.
24
）

16
7

（
3.
63
）

14
3

（
3.
79
）

14
9

（
3.
76
）

14
8

（
3.
58
）

14
1

（
3.
77
）

14
9

20
16

（
3.
58
）

14
1

（
3.
63
）

14
3

（
3.
69
）

14
5

（
3.
79
）

14
9

（
3.
94
）

15
5

（
4.
29
）

16
9

（
3.
62
）

14
2

（
3.
27
）

12
9

（
3.
22
）

12
7

（
3.
54
）

13
9

（
3.
42
）

13
5

（
3.
57
）

14
1

20
17

（
3.
59
）

14
1

（
3.
79
）

14
9

（
3.
54
）

13
9

（
3.
71
）

14
6

（
3.
68
）

14
5

（
3.
80
）

15
0

（
3.
65
）

14
4

（
3.
55
）

14
0

（
3.
39
）

13
3

（
3.
53
）

13
9

（
3.
38
）

13
3

（
3.
48
）

13
7

20
18

（
3.
48
）

13
7

（
3.
68
）

14
5

（
3.
87
）

15
2

（
3.
86
）

15
2

（
4.
02
）

15
8

（
3.
61
）

14
2

（
3.
30
）

13
0

（
3.
62
）

14
2

（
3.
37
）

13
3

（
3.
78
）

14
9

（
3.
67
）

14
4

（
3.
77
）

14
8

20
19

（
3.
71
）

14
6

（
3.
75
）

14
8

（
3.
62
）

14
2

（
3.
63
）

14
3

（
3.
70
）

14
6

（
4.
53
）

17
8

（
4.
41
）

17
4

（
3.
61
）

14
2

（
3.
74
）

14
7

（
3.
93
）

15
5

（
3.
78
）

14
6

（
3.
66
）

14
4

20
20

（
3.
88
）

15
3

（
3.
78
）

14
9

（
3.
70
）

14
6

（
3.
19
）

12
6

（
3.
17
）

12
5

（
3.
29
）

13
0

（
3.
26
）

12
8

（
注
）　
シ
カ
ゴ
相
場
に
よ
る
月
央
の
終
値
で
あ
る（
20
20
年
6月
分
は
6月
15
日
、
20
20
年
7月
分
は
7月
15
日
）。

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
国

  際
  価

  格
  の

  推
  移

（
20

20
年

6・
7月

分
）

（
単
位
：
ト
ン
当
た
り
ド
ル
、（
　
）内
は
ブ
ッ
シ
ェ
ル
当
た
り
ド
ル
）
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入
札

月
お

よ
び

積
月

令
和

元
年

11
月

入
札

分
（

積
月

：
1月

積
み

、
2月

到
着

）
令

和
元

年
12

月
入

札
分

（
積

月
：

2月
積

み
、

3月
到

着
）

令
和

2年
1月

入
札

分
（

積
月

：
3月

積
み

、
4月

到
着

）
令

和
2年

2月
、

3月
第

1回
入

札
分

（
積

月
：

4・
5月

積
み

、
5・

6月
到

着
）

産
 地

 国
銘

  柄
数

　
量

落
札

価
格

（
加

重
平

均
）

※
税

別

［
参

考
値

］
※

左
の

税
込

み
価

格
（

税
率

 8
％

）

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

［
参

考
値

］
※

左
の

税
込

み
価

格
（

税
率

 8
％

）

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

［
参

考
値

］
※

左
の

税
込

み
価

格
（

税
率

 8
％

）

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

［
参

考
値

］
※

左
の

税
込

み
価

格
（

税
率

 8
％

）

ア
メ

リ
カ

W
W

34
,1

99
31

,7
62

34
,3

03
63

,5
53

30
,2

66
32

,6
87

57
,3

67
32

,1
69

34
,7

43
42

,5
87

31
,4

18
33

,9
31

S
H

52
,7

90
29

,8
04

32
,1

88
56

,3
55

29
,1

17
31

,4
46

87
,1

45
31

,0
85

33
,5

72
79

,9
05

29
,9

77
32

,3
75

D
N

S
63

,1
08

33
,3

80
36

,0
50

11
1,

00
8

32
,7

99
35

,4
23

57
,3

71
33

,0
52

35
,6

96
98

,1
63

31
,8

63
34

,4
12

小
  計

15
0,

09
7

31
,7

54
34

,2
94

23
0,

91
6

31
,2

03
33

,6
99

20
1,

88
3

31
,9

52
34

,5
08

22
0,

65
5

31
,0

94
33

,5
82

カ
ナ

ダ
1C

W
14

9,
28

4
32

,9
84

35
,6

23
17

1,
28

4
33

,8
09

36
,5

14
85

,9
14

35
,2

27
38

,0
45

14
2,

45
9

33
,7

36
36

,4
35

小
  計

14
9,

28
4

32
,9

84
35

,6
23

17
1,

28
4

33
,8

09
36

,5
14

85
,9

14
35

,2
27

38
,0

45
14

2,
45

9
33

,7
36

36
,4

35

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
A

S
W

62
,3

06
34

,3
68

37
,1

17
77

,8
90

35
,0

13
37

,8
14

44
,4

55
37

,7
11

40
,7

28
75

,8
35

34
,4

65
37

,2
22

小
  計

62
,3

06
34

,3
68

37
,1

17
77

,8
90

35
,0

13
37

,8
14

44
,4

55
37

,7
11

40
,7

28
75

,8
35

34
,4

65
37

,2
22

計
36

1,
68

7
32

,7
12

35
,3

29
48

0,
09

0
32

,7
51

35
,3

71
33

2,
25

2
33

,5
69

36
,2

55
43

8,
94

9
32

,5
34

35
,1

37

入
札

月
お

よ
び

積
月

令
和

2年
3月

第
2・

3回
入

札
分

（
積

月
：

5月
積

み
、

6月
到

着
）

令
和

2年
4月

入
札

分
（

積
月

：
6月

積
み

、
7月

到
着

）
令

和
2年

5月
入

札
分

（
積

月
：

7月
積

み
、

8月
到

着
）

令
和

2年
6月

入
札

分
（

積
月

：
8月

積
み

、
9月

到
着

）

産
 地

 国
銘

  柄
数

　
量

落
札

価
格

（
加

重
平

均
）

※
税

別

［
参

考
値

］
※

左
の

税
込

み
価

格
（

税
率

 8
％

）

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

［
参

考
値

］
※

左
の

税
込

み
価

格
（

税
率

 8
％

）

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

［
参

考
値

］
※

左
の

税
込

み
価

格
（

税
率

 8
％

）

数
　

量
落

札
価

格
（

加
重

平
均

）
※

税
別

［
参

考
値

］
※

左
の

税
込

み
価

格
（

税
率

 8
％

）

ア
メ

リ
カ

W
W

34
,7

52
28

,4
59

30
,7

36
63

,4
72

29
,8

59
32

,2
48

40
,7

32
29

,9
82

32
,3

81
34

,4
25

28
,3

95
30

,6
67

S
H

45
,8

95
28

,4
51

30
,7

27
85

,9
40

29
,2

43
31

,5
82

63
,7

05
28

,5
29

30
,8

11
56

,2
05

27
,8

85
30

,1
16

D
N

S
43

,7
48

30
,0

39
32

,4
42

65
,1

69
31

,0
07

33
,4

88
28

,7
10

30
,1

31
32

,5
41

18
,3

83
30

,1
22

32
,5

32

小
  計

12
4,

39
5

29
,0

12
31

,3
33

21
4,

58
1

29
,9

61
32

,3
58

13
3,

14
7

29
,3

19
31

,6
65

10
9,

01
3

28
,4

23
30

,6
97

カ
ナ

ダ
1C

W
32

,4
81

30
,5

20
32

,9
62

72
,0

00
30

,3
57

32
,7

86
40

,4
85

30
,0

98
32

,5
06

29
,3

43
−

−

小
  計

32
,4

81
30

,5
20

32
,9

62
72

,0
00

30
,3

57
32

,7
86

40
,4

85
30

,0
98

32
,5

06
29

,3
43

−
−

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
A

S
W

33
,5

35
31

,5
74

34
,1

00
89

,5
15

33
,9

84
36

,7
03

49
,0

50
32

,9
76

35
,6

14
39

,0
30

33
,4

41
36

,1
16

小
  計

33
,5

35
31

,5
74

34
,1

00
89

,5
15

33
,9

84
36

,7
03

49
,0

50
32

,9
76

35
,6

14
39

,0
30

33
,4

41
36

,1
16

計
19

0,
41

1
29

,7
20

32
,0

98
37

6,
09

6
30

,9
94

33
,4

74
22

2,
68

2
30

,2
66

32
,6

87
17

7,
38

6
−

−

（
注

）　
1.

上
表

の
詳

細
は

、
農

林
水

産
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ（

組
織

政
策

＞
政

策
統

括
官

＞
米（

稲
）・

麦
・

大
豆

＞
輸

入
米

麦
入

札
関

連
資

料
・

一
般

麦
）を

検
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。
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情
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れ
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（
資

料
：

農
林

水
産

省
政

策
統

括
官

付
貿

易
業

務
課

）

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
輸
入
食
糧
小
麦
の
入
札
結
果（
港
湾
諸
経
費
を
除
く
）の
概
要

（
単

位
：

ト
ン

、
円

／
ト

ン
）
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表1　令和元年産小麦生産費

区　　　　　　分 単位
10　a　当　た　り 60　kg　当　た　り

実　数 対前年産増減率 実　数 対前年産増減率

％ ％

物 財 費 円 52,065 10.2 5,764 △　22.2

労 働 費 〃 6,332 7.9 701 △　23.7

費 用 合 計 〃 58,397 10.0 6,465 △　22.4

生産費（副産物価額差引） 〃 56,451 11.7 6,251 △　21.1

支払利子・地代算入生産費 〃 59,118 10.9 6,545 △　21.7

資本利子・地代全額算入生産費 〃 67,426 10.5 7,465 △　22.0

収　　　　　　　　　　量 kg 542 41.5 − −

1 経 営 体 当 た り 作 付 面 積 a 798.9 2.0 − −

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

令和元年産　麦類生産費（個別経営）─抜粋─

農　業　経　営　統　計　調　査

令和元年産小麦の10a当たり資
本利子・地代全額算入生産費（以
下「全算入生産費」という。）は6万
7,426円で、前年産に比べ10.5％増
加し、60kg当たり全算入生産費
は7,465円で、前年産に比べ22.0％
減少した。

図1　主要費目の構成割合（10a当たり）

物財費（89.2）

労働費
（10.8）

その他
（19.3）

農機具費
（16.3）

肥料費
（16.9）

賃借料及び料金
（27.5）

農業薬剤費
（9.2）

令和元年産
費用合計

５万8,397円
（100％）

【調査結果の概要（小麦）】

農林水産省大臣官房統計部
令和 2年６月 26日公表
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表1　令和元年産小麦生産費

区　　　　　　分 単位
10　a　当　た　り 60　kg　当　た　り

実　数 対前年産増減率 実　数 対前年産増減率

％ ％

物 財 費 円 48,132 10.1 5,646 △　22.6

労 働 費 〃 6,434 5.3 756 △　25.7

費 用 合 計 〃 54,566 9.5 6,402 △　23.0

生産費（副産物価額差引） 〃 53,024 10.2 6,221 △　22.5

支払利子・地代算入生産費 〃 58,531 10.1 6,867 △　22.6

資本利子・地代全額算入生産費 〃 61,683 10.0 7,238 △　22.6

収　　　　　　　　　　量 kg 512 42.6 − −

1 経 営 体 当 た り 作 付 面 積 a 2,001.5 2.5 − −

■資料  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

令和元年産　小麦生産費（組織法人経営）─抜粋─

農　業　経　営　統　計　調　査

令和元年産小麦の10a当たり資
本利子・地代全額算入生産費（以
下「全算入生産費」という。）は6万
1,683円で、前年産に比べ10.0％増
加し、60kg当たり全算入生産費
は7,238円で、前年産に比べ22.6％
減少した。

図　主要費目の構成割合（10a当たり）

物財費（88.2）

労働費
（11.8）

その他
（16.3）

肥料費
（18.6）

農機具費
（19.1）

賃借料及び料金
（26.0）

農業薬剤費
（8.2）

令和元年産
費用合計

５万4,566円
（100％）

【調査結果の概要】

農林水産省大臣官房統計部
令和 2年６月 26日公表
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★
編
集
後
記

読者の皆様、当振興会の広報誌「製粉振興」の内容を、より親しみのもてるものにする
ために、次のような内容の投稿をお待ちしていますので、記事をお寄せ下さい。
また、この広報誌の内容の充実を図っていきたいと考えてい
ますので、ご意見等がございましたらお寄せ下さい。
・テーマは、小麦や小麦粉製品についての随想、紹介等と考え
ていますが、小麦と関係のない趣味などの話でも結構です
・投稿者名は実名でも筆名でも結構です
・長さは1,200字程度（1頁）とします
・掲載分には薄謝を進呈します

○　この度の九州地方をはじめとする豪雨災害に遭われた被災者の皆様に、心よりお見
舞い申し上げます。

○　6月23日、コロナ感染症防止対策を徹底した上で、農林水産省小峰貿易業務課長の
ご臨席のもと、本会の第175回理事会を開催し、第55事業年度事業計画等を原案通り
決定いたしました。ご多用中にもかかわらす、皆様ありがとうございました。

○　日本中が今後も、姿の見えないコロナウイルスと戦い、多発する自然災害に備えな
ければならない状況が続きます。これからの季節に向けて、まずは社会を構成する一
人一人が注意深く毎日を過ごすしかありませんが、少し前、急に巣ごもり生活が起こ
り、家庭で食事をする機会が増え、消費者の心理は家庭食の確保に向かいました。特
段、家庭における食料不足の見通しは当たらないと思いますが（非常持出袋に避難用
飲食料品を備蓄するだけでなく）、普段から小麦粉製品を一定期間貯蔵し消費する、
回転備蓄のような習慣も必要かもしれません。備えあれば患いなしです。

○　7月に入り、ようやくテニスを楽しむことができました。久しぶりです。これまで
中止されていた、小学校のコートを使うことができ少し日常が戻ったように感じまし
た。テニス仲間には、大学生や小学生から保育園児の子供を持つ子育て真っ最中の若
い夫婦もおり、このコロナ禍で親は仕事の仕方に変化が起き、子供は日常生活のリズ
ムが乱れ、親子で日々、体を持て余すなどのストレスが溜まっているようです。おか
げでテニスの合間に校庭では、この時とばかり子供たちは訳もなく大声を出して駆け
回り、駆け寄ってきます。一方、働き盛りの親たちは育児や介護の心配を口にして、
今後の働き方の多様化が確実に始まっていると感じました。3密を避ける行動が今を
契機に進み定着し、テレワーク、ウェブ会議、学校における遠隔授業等、これまでの
価値観が変化してきています。社会に広く浸透することになれば、働きやすい制度・
環境の整備が一層促進され、これまで課題とされてきたことが一気に解消する社会と
なるかもしれません。コロナ対策が見通せるようになった時、新しい日常が当たり前
の日常になる可能性は大いにあると思われます。

○　コロナの影響で出前に力を入れている都心の飲食店が増えているとのニュース。都
心ではありませんが、子供が来た折など家族皆で出前の夕食をよくとっています。我
が家は町工場が多い下町にあり、そもそも出前も多い中華屋さんが近所にあります。
今でいう街中華です。のびたラーメン、器から溢れる酢豚、チャーハン、肉野菜炒め、
春巻き、餃子、カレーライス、焼きそば、肉天ぷらなど思い思いの注文をして楽しく
食べることができます。味のある街中華は少なくなりましたが、どんな社会になって
も小麦粉の味は永遠に不滅です。

「
コ
ナ
ち
ゃ
ん
」

（　　　）マスコットの
小麦粉の精

─「ソフト＆ハード」（読者の欄）への投稿のお願い─
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